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第１編 共 通 編 

第１章 総 則 
 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

用語の定義に

ついて内容を

補完 

 

１－１－２ 用語の定義 

１ 監督員 

監督員とは、契約書第９条に基づき発注者から受注者に通知された監督業務を担当し、契約の履行につい

ての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議、工事の施工ための詳細図等の作成及

び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、また、設計図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工

事材料の試験又は検査の実施を行う者をいう。 

20 電子納品 

電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。納品にあたっては、｢電子納品運用ガイドライン｣に基づい

て作成した電子データを電子媒体(CD-R 又は DVD-R)に格納して 2 部提出する。なお、協議により電子納品の

対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。 

１－１－２ 用語の定義 

１ 監督員 

監督員とは、契約書第９条に基づき発注者から受注者に通知された者をいう。 

 

 

20 電子納品 

電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 

 

 

情報共有シス

テムの内容を

追加 

 

21 情報共有システム 

情報共有システムとは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実

現するシステムのことをいう。 

22 書面 

書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、手書き、印刷物、情報共有システム等を用いて作成され、指

示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。情報共有システムを用いない場合は、発行年

月日を記載し、現場代理人、監理（主任）技術者及び監督員の氏名並びに連絡先（電話番号）を記載したもの

を有効とする。 

 

 

 

21 書面 

書面とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印

したものを有効とする。ただし、現場代理人、監理（主任）技術者及び監督員の氏名並びに連絡先（電話番号）

を記載した場合は、署名又は押印を省略することができる。 

 

項番修正 23 工事写真  ～   51 ＪＤＰＡ 22 工事写真  ～   50 ＪＤＰＡ 

電子データの

貸与を追加 

１－１－３ 設計図書の照査等 

１ 図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸

与することができる。ただし、標準仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなけ

ればならない。 

 

１－１－３ 設計図書の照査等 

１ 図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。

ただし、標準仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 

 

記載内容の修

正 

 

１－１－４ 工程表 

受注者は、契約書第３条に規定する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

 工程表 

受注者は、契約書第３条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員を経由して発注者に提出

しなければならない。 

週休二日の普

及に伴う記載

の追加 

１－１－５ 施工計画書・施工説明書 

１ 一般事項 

                  ～ 略 ～ 

(1) 施工計画書 

①工事概要        ②計画工程表        ③現場組織表 

④安全管理        ⑤指定機械（主要機械）   ⑥主要資材 

⑦施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

⑧施工管理計画     ⑨緊急時の体制及び対応   ⑩交通管理  

⑪現場作業環境の整備 

⑫再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

⑬環境配慮事項     ⑭法定休日・所定休日（週休二日の導入） ⑮その他 

 

１－１－５ 施工計画書・施工説明書 

１ 一般事項 

                  ～ 略 ～ 

(1) 施工計画書 

①工事概要        ②計画工程表        ③現場組織表 

④安全管理        ⑤指定機械（主要機械）   ⑥主要資材 

⑦施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

⑧施工管理計画      ⑨緊急時の体制及び対応   ⑩交通管理  

⑪現場作業環境の整備 

⑫再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

⑬環境配慮事項      ⑭その他 

 



水 道 工 事 標 準 仕 様 書 新 旧 対 照 表  
 

 

3 

 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

提出書類の改

定 

 

１－１－６ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サ

ービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための

確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土

曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝

日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は

適宜登録機関に登録申請しなければならない。 

登録対象は、工事請負金額が 500 万円以上の全ての工事とし、受注、変更、完成、訂正時にそれぞれ登

録するものとする。 

なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、

原則として登録を必要としない。ただし、工事請負金額変更により配置技術者の専任が必要または不要

となった場合は変更登録を行うものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。 

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更

時の登録申請を省略できる。また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、

コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなけ

ればならない。 

 

１－１－６ ＣＯＲＩＮＳへの登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サー

ビス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作

成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変

更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜

日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。 

登録対象は、工事請負金額が 500 万円以上の全ての工事とし、受注、変更、完成、訂正時にそれぞれ登録す

るものとする。 

なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則と

して登録を必要としない。ただし、工事請負金額変更により配置技術者の専任が必要または不要となった場合は

変更登録を行うものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを速やかに監督員に提出する。

なお、土日、祝日を除き変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。 

 

全文修正 

契約約款との

内容整合 

 

 

１－１－17 支給材料および貸与品 

３ 支給材料及び貸与品  

(1)支給材料（貸与品）受領書（借用書） 

受注者は、契約書第 15 条第 3 項「支給材料又は貸与品の引渡しを受けたとき」の規定に基づき支給材料又は

貸与品の引渡しを受けた場合は、支給材料（貸与品）受領書（借用書）を提出しなければならない。 

(2)支給材料（貸与品）返納書 

受注者は、契約書第 15 条第 9 項「不要となった支給材料又は貸与品」の規定に基づき、支給材料又は貸与品

の返還を行った場合は、支給材料（貸与品）返納書を提出しなければならない。 

１－１－17 支給材料および貸与品 

３ 支給品精算書、支給材料清算書 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点）に、支給品精

算書を監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 

記載内容の修

正 

 

１－１－19 建設副産物 

４ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 

受注者は、当該工事が建設資材利用及び建設副産物発生・搬出の有無にかかわらず、工事請負代金の

額が 100 万円以上の場合には、資源有効利用促進法に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用促進

計画を作成し、施工計画書等に含め監督員に提出し、説明しなければならない。なお、建設リサイクル法の対

象建設工事においては、契約前に発注者に提出した説明書についても施工計画書に含め監督員に提出しな

ければならない。また、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲

示しなければならない。 

５ 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに再生

資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、発注者に提出し、報告しなければならない。なお、

建設リサイクル法の対象建設工事においては、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは再資源化

等報告書についても監督員に提出しなければならない。 

 

１－１－19 建設副産物 

４ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 

受注者は、当該工事が建設資材利用及び建設副産物発生・搬出の有無にかかわらず、工事請負代金の

額が 100 万円以上の場合には、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を所定の様式に従い作成

し、施工計画書等に含め監督員に提出しなければならない。なお、建設リサイクル法の対象建設工事にお

いては、契約前に発注者に提出した説明書についても施工計画書等に含め監督員に提出しなければならな

い。また、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示しなければ

ならない。 

５ 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに再生

資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出しなければならない。なお、建設リサイクル法

の対象建設工事においては、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは再資源化等報告書につい

ても監督員に提出しなければならない。また、再資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は、公衆の見

えやすい場所に掲示しなければならない。 

システム変更

に伴う内容の

修正 

 

６ コブリス・プラス 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物、

建設発生土を搬入、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報をコブリス・プラスに入力

するものとする。 

なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に替わるものと

し、これによりがたい場合には、監督員と協議しなければならない。受注者は、施工計画作成時、工事完了時

に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。 

６ 建設副産物情報交換システム 

    受注者は、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとす

る。また、建設副産物実態調査（センサス）についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力

し調査票を監督員へ提出すること。なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進

実施書」の提出に代わるものとする。なお、これによりがたい場合には、監督員と協議しなければならない。 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

提出書類の修

正 

 

22 施工完了後に関する事項 

対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再

資源化等が完了したときは、速やかに次の事項を発注者へ書面（再生資源化等報告書）で報告すると

ともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、関係法令に基づき保存すること。 

①再資源化が完了した年月日 

②再資源化等をした施設の名称及び所在地 

③再資源化等に要した費用 

 

 

 

24 建設廃棄物の種類ごとの留意事項 

(1) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については以下のとおりとする。 

 ①受注者は、再資源化されたものの利用に努める。 

 ②これを排出する場合は、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領

（神奈川県県土整備局）」に基づく県の指定工場に搬入する。 

③搬入後はコンクリート塊等搬入完了報告書を作成し完成検査書類として提出する。 

22 施工完了後に関する事項 

 (1) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の

再資源化等が完了したときは、速やかに次の事項を発注者へ書面（再生資源化等報告書）で報告する

とともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、関係法令に基づき保存すること。 

①再資源化が完了した年月日 

②再資源化等をした施設の名称及び所在地 

③再資源化等に要した費用 

(2)請負契約金額が 100 万円以上の工事は建設副産物実態調査の対象であるため、工事完成検査終了後

速やかに再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書のデータを電子データで監督員に提出す

る。 

24 建設廃棄物の種類ごとの留意事項 

(1) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については以下のとおりとする。 

 ①受注者は、再資源化されたものの利用に努める。 

 ②これを排出する場合は、「コンクリート塊等の処理および再生骨材に関する事務取扱要領（神奈川県

県土整備局）」に基づく県の指定工場に搬入する。 

③搬入に際しては、あらかじめコンクリート塊搬入（変更）証明書を作成し、監督員の承認を得る。

搬入後はコンクリート塊等搬入完了報告書を作成し完成検査書類として提出する。 

記載内容の修

正 

 

１－１－20 数量の算出及び完成図 

３ 完成図の提出 

受注者は、出来形測量の結果及び設計図書等に従って完成図を作成し、監督員に提出しなければならな

い。 

なお、工事完成図は、付編参考資料 P 後編-9「工事完成図作成」を参考に作成すること。 

１－１－20 数量の算出及び完成図 

３ 完成図の提出 

受注者は、出来形測量の結果及び設計図書等に従って完成図を作成し、監督員に提出しなければならな

い。 

なお、工事完成図は、付編参考資料 P64「工事完成図作成」を参考に作成すること。 

記載内容の修

正 

 

１－１－21 工事完成検査 

３ 検査日の連絡及び検査準備 

発注者は、工事検査に先立って監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。なお、検査準

備は、付編参考資料 P 後編-10「工事完成検査準備」を参考に準備すること。 

１－１－21 工事完成検査 

３ 検査日の連絡及び検査準備 

発注者は、工事検査に先立って監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。なお、検査準

備は、付編参考資料 P65「工事完成検査準備」を参考に準備すること。 

週休二日の普

及に伴う記載

の追加 

１－１－22 出来形検査（既済部分検査等） 

３ 検査内容 

検査員は、監督員及び受注者等（受注者または現場代理人のほか主任技術者）の臨場の上、工事目的

物を対象として工事の出来形に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。なお、

受注者側においては現場代理人が主任技術者等を兼ねている場合でも原則として２名以上で臨場する

こと。 

(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。 

(2) 工事管理状況に関する、書類、記録及び写真等。 

(3) 週休二日の履行状況。 

１－１－22 出来形検査（既済部分検査等） 

３ 検査内容 

検査員は、監督員及び受注者等（受注者または現場代理人のほか主任技術者）の臨場の上、工事目的物を

対象として工事の出来形に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。なお、受注者側に

おいては現場代理人が主任技術者等を兼ねている場合でも原則として２名以上で臨場すること。 

(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。 

(2) 工事管理状況に関する、書類、記録及び写真等。 

 

ASP の普及に伴

う記載の追加 

 

 

国の改定に伴

う追加 

１－１－25 施工管理 

 ９ 工事情報共有化 

受注者は、発注者と協議のうえ受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率

化を図るものとする。 

10.不具合等発生時の措置 

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者

等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなければならな

い。 

１－１－25 施工管理 

 

週休二日の普

及に伴う記載

の追加 

１－１－27 週休二日の対応 

受注者は、週休二日の取組を実施するものとする。 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

項番修正 １－１－28 工事関係者に対する措置請求 １－１－27 工事関係者に対する措置請求 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の改定に伴

い追加 

１－１－29 工事中の安全確保 

１ 安全指針等の遵守 

受注者は、「土木工事安全施工技術指針」(国土交通大臣官房技術審議官通達、令和 2 年 3 月)、「建設機

械施工安全技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通

達、平成 17年３月 31日）、「港湾工事安全施工指針」（社）日本埋立浚渫協会、「潜水作業安全施工指針」（社）

日本潜水協会及び「作業船団安全運航指針」（社）日本海上起重技術協会及び JIS A 8972（斜面・法面工事

用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。た

だし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 

２ 建設工事公衆災害防止対策要綱 

受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（国土交通省告示第 496 号、令和元年 9 月 2 日）を遵守し

て災害の防止を図らなければならない。 

３ 支障行為等の防止 

４ 使用する建設機械 

受注者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定され

ている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機

械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。 

５ 周辺への支障防止 

６ 架空線等事故防止対策 

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、建設発生土受入地、資

材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その

調査結果及び事故防止対策について、施工計画書へ記載する。 

７ 防災体制  ～  11 現場環境改善 

12 安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号か

ら実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修、訓練等を実施しなければならない。なお、作業

員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することもできる。 

また、新たに現場に入る作業員がいる場合、作業に入る前に同様の安全教育を実施しなければならな

い。 

13 施工計画書  ～  22 地下埋設物件等損害時の措置 

１－１－28 工事中の安全確保 

１ 安全指針等の遵守 

受注者は、「土木工事安全施工技術指針」(国土交通大臣官房技術審議官通達、令和 2 年 3 月)、「建設機

械施工安全技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通

達、平成 17年３月 31日）、「港湾工事安全施工指針」（社）日本埋立浚渫協会、「潜水作業安全施工指針」（社）

日本潜水協会及び「作業船団安全運航指針」（社）日本海上起重技術協会及び JIS A 8972（斜面・法面工事

用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。た

だし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 

受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（建設事務次官通達、平成５年１月）を遵守して災害の防止を

図らなければならない。 

 

２ 支障行為等の防止 

 

 

 

 

３ 周辺への支障防止 

 

 

 

 

４ 防災体制  ～  ８ 現場環境改善 

９ 安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号か

ら実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修、訓練等を実施しなければならない。なお、新た

に現場に入る作業員がいる場合、作業に入る前に同様の安全教育を実施しなければならない。 

 

 

10 施工計画書  ～  19 地下埋設物件等損害時の措置 

項番修正 １－１－30 爆発及び火災の防止 

１－１－31 後片付け 

１－１－32 事故報告書 

１－１－29 爆発及び火災の防止 

１－１－30 後片付け 

１－１－31 事故報告書 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき書

基準との整合 

１－１－33 環境対策 

６ 排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表１－１に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規

制等に関する法律(平成 29 年 5月改正法律第 41号）」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、ま

たは、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月８日付建設省経機発第 249 号）」、「排出ガス

対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号）」

もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成 28年 8月 30 日付国総環リ第 1号）」

に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用し

なければならない。 

排出額対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度建設技術評価制度

公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発

建設技術の技術審査・証明もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着し

た建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

受注者は、トンネル坑内作業において表１－２に示す建設機械を使用する場合は、2011 年以降の排出

ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律規制規則」（令和 6 年

4 月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）16 条第１項第２号もしくは第 20 条第１項第２号

に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月

８日付建設省経機発第 249 号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成 28

年 8 月 30 日付国総環リ第 6 号）」に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下

「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度

建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施

された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガ

ス浄化装置（黒鉛浄化装置付）を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、

監督員と協議するものとする。 

９ 特定調達品目 

受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物

品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（令和 3年 5 月改正法律第 36号。「グリー

ン購入法」という。）第 2条に規定する環境物品等をいう。）及び「企業庁公共工事グリーン調達基

準」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

また、「企業庁公共工事グリーン調達基準」に定める認定対象品目について、利用可能な時は環境負

荷低減効果等を勘案の上、試験的な利用も含め予算の範囲内で、これを積極的に利用するよう努める

ものとする。 

１０ 率先利用認定資材 

受注者は、「企業庁公共工事グリーン調達基準」に定める認定対象品目（別表第 7）のうち、設計図

書において「率先利用認定資材」とした資材については、「神奈川県県土整備局建設リサイクル認定資

材一覧表」の当該率先利用認定資材から利用しなければならない。 

なお、再生骨材等を利用する場合は、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事

務取扱要領（神奈川県県土整備局）」に基づき、適切に利用しなければならない。 

 

１－１－32 環境対策 

６ 排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表１－１に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガス

の規制等に関する法律(平成 29 年 5 月改正法律第 41 号）」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動

車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月８日付建設省経機発第 249 号）」、「排

出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318

号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ第

1 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を

使用しなければならない。 

排出額対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度建設技術評価制度

公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発

建設技術の技術審査・証明もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着し

た建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 

受注者は、トンネル坑内作業において表１－２に示す建設機械を使用する場合は、2011 年以降の排出

ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律規制規則」（令和元年

6 月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）16 条第１項第２号もしくは第 20 条第１項第２号

に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年 10 月

８日付建設省経機発第 249 号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成 23

年 7 月 13 日付国総環リ第 1 号）」に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下

「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度

建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施

された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガ

ス浄化装置（黒鉛浄化装置付）を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、

監督員と協議するものとする。 

９ 特定調達品目 

受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物

品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 27年 9月改正法律第 66号。「グリー

ン購入法」という。）第 2条に規定する環境物品等をいう。）及び「企業庁公共工事グリーン調達基

準」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。 

 

 

 

１０ 率先利用認定資材 

受注者は、「企業庁公共工事グリーン調達基準」に定める認定対象品目（別表第 7）のうち、設計図

書において「率先利用認定資材」とした資材については、「神奈川県県土整備局建設リサイクル認定資

材一覧表」の当該率先利用認定資材から利用しなければならない。 

なお、再生骨材等を利用する場合は、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事

務取扱要領」（土木部長通知 昭和 63 年 3月 31 日）に基づき、適切に利用しなければならない。 

 

項番修正 １－１－34 文化財の保護 

 

１－１－33 文化財の保護 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

項目の追加 

 

 

 

 

 

 

適用すべき諸

基準との整合 

１－１－35 交通安全管理 

２ 施工計画書 

受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理補修及び使用方法等を施工計

画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものと

し、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 

３ 輸送災害の防止 

４ 交通安全等輸送計画 

５ 交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路

管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（令和

6 年 7月改正内閣府・国土交通省令第 4号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道

路局長通知、昭和 37 年８月 30 日）、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について

（局長通知 平成 18 年 3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号）、道路工事現場における工事

情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成 18

年３月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号）及び道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局

国道第一課通知昭和 47年２月）」に基づき、安全対策を講じなければならない。 

６ 工事用道路使用の責任 

７ 工事用道路共用時の処置 

８ 工事用道路使用の維持管理 

受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工

事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

９ 公衆交通の確保 

10 通行許可等 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和 3 年 7 月改正政令第 198 号）第３条

における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の２に基づく通行許可、また

は道路法第 47条の 10 に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならない。また、

道路交通法施行令（令和 6 年 9 月改正政令第 272 号）第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等

を積載して運搬するときは、道路交通法（令和 5年 6 月改正法律第 56 号）第 57 条に基づく許可を得て

いることを確認しなければならない。 

１－１－34 交通安全管理 

 

 

 

 

２ 輸送災害の防止 

３ 交通安全等輸送計画 

４ 交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路

管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成

30 年 12 月改正内閣府・国土交通省令第 5 号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省

道路局長通知、昭和 37年８月 30 日）、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正につい

て（局長通知 平成 18 年 3月 31 日 国道利第 37 号・国道国防第 205 号）、道路工事現場における工

事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成

18 年３月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号）及び道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道

路局国道第一課通知昭和 47 年２月）」に基づき、安全対策を講じなければならない。 

５ 工事用道路使用の責任 

６ 工事用道路共用時の処置 

 

 

 

７ 公衆交通の確保 

８ 通行許可 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成 31 年 3 月改正政令第 41号）第３条

における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の２に基づく通行許可を得て

いることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（令和元年 9 月改正政令第 109 号）第 22

条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和元年 6月改正

法律第 37号）第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

 

項番修正 １－１－36 施設管理 

 

１－１－35 施設管理 

 

適用すべき諸

基準との整合 

１－１－37 諸法令の遵守 

（25） 漁港及び漁場の整備等に関する法律 

 

１－１－36 諸法令の遵守 

（25） 漁港漁場整備法 

 

項番修正 １－１－38 官公庁等への手続等 

１－１－39 施工時期及び施工時間の変更 

 

１－１－37 官公庁等への手続等 

１－１－38 施工時期及び施工時間の変更 

 

項目追加 １－１－40 工事測量 

３ 仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。 

４ 工事用測量標の取扱い 

５ 既存杭の保全 

６ 水準測量・水深測量 

 

１－１－39 工事測量 

 

 

３ 工事用測量標の取扱い 

４ 既存杭の保全 

５ 水準測量・水深測量 

 

項番修正 １－１－41 提出書類 

１－１－42 工事打合簿 

 

１－１－40 提出書類 

１－１－41 工事打合簿 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

該当する契約

約款の条項を

追加 

 

 

警戒水位と同

義で使用され

ている氾濫注

意水位を追加 

１－１－43 不可抗力による損害 

１ 工事災害の報告 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条の規定の適用を受

けると思われる場合には、直ちに契約書第 30 条第 1 項に基づく「不可抗力による損害の状況について

（第 19 号様式）」を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。 

２ 設計図書で定めたもの 

(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川の氾濫注意水位（警戒水位）以上、またはそれに準ずる出水に

より発生した場合 

 

１－１－42 不可抗力による損害 

１ 工事災害の報告 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条の規定の適用を受

けると思われる場合には、直ちに「不可抗力による損害の状況について（第 19号様式）」を監督員を通

じて発注者に通知しなければならない。 

２ 設計図書で定めたもの 

(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合 

 

適用すべき諸

基準との整合 

１－１－44 特許権等 

３ 著作権法に規定される著作物 

発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（令和 6年 6月法律第 55 号第２条第１項第１号）

に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前

項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除また

は編集して利用することができる。 

 

１－１－43 特許権等 

３ 著作権法に規定される著作物 

発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（平成 25 年法律第 84 号第２条第１項第１号）に

規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項

の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または

編集して利用することができる。 

 

 

国の改定に伴

い追加 

 

 

 

実態を踏まえ

修正 

１－１－45 保険の付保及び事故の補償 

３ 法定外の労災保険の付保 

受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 

４ 補償 

受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって

適正な補償をしなければならない。 

５ 建設業退職金共済制度の履行 
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書（発注者用）

の貼り付けを行った建設業退職金共済証紙購入状況報告書（様式２号）を、工事請負契約締結後原則1

ヵ月以内に、（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内）発注者に提

出しなければならない。また、工事完成時に、速やかに建設業退職金共済関係書類（様式１号）およ

び建設業退職共済証紙貼付実績報告書（様式３号）を作成し、発注者に提出しなければならない。 

ただし、証紙貼り付け対象者がいない場合には、建設業退職共済証紙貼付実績報告書（様式３号）

の提出は不要とする。 

１－１－44 保険の付保及び事故の補償 

 

 

３ 補償 

受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって

適正な補償をしなければならない。 

４ 掛金収納書の提出 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書（発注者用）を

工事請負契約締結後原則１ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。 

 

項番修正 １－１－46 臨機の措置 

 

１－１－45 臨機の措置 

 

適用すべき諸

基準の改定に

伴う追加 

１－１－47 石綿使用の有無 

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際は、石綿（アスベスト）の使用の有無の

「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては、 

「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止

法に基づき、特定紛じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなければな

らない。 

 

項番修正 １－１－48 監督員による立会等 

１－１－49 創意工夫 

 

１－１－46 監督員による立会等 

１－１－47 創意工夫 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

 

適用する諸基

準との整合 

提出書類の修

正 

１－１－50 有資格者 

２ 資格者の周知及び確認 

受注者は、第１項の業務に従事する者のうち、これに係る主任者（１人）を選任し、当該作業主任者

の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知さ

せなければならない。 

また、免許・資格者等一覧表を作成し、施工計画書に添付し、監督員に提出する。 

 

１－１－48 有資格者 

２ 資格の確認 

受注者は、第１項の業務に従事する者のうち、これに係る主任者（１人）の免許証及びその他資格を

証する書面を施工計画書の一部として監督員に提出する。 

 

項番修正 

 

１－１－51 補償期間  ～  １－１－60 出来形管理 

 

１－１－49 補償期間  ～  １－１－58 出来形管理 

 
 

記載内容の修

正 

 

 

 

 

１－１－61 写真管理 

２ 工事写真の分類 

(3) 安全管理写真 

① 工事標識、保安設備及び交通誘導員等の安全管理状況を撮影する。 

② 安全教育、安全訓練等の実施状況を撮影する。 

(4) 使用材料写真 

工事材料検査の実施状況及び確認された形状寸法等を撮影する。 

(5) 品質管理写真 

施工管理のために行った試験または測定状況及び測定値を撮影する。ただし、公的機関で実施された品

質証明写真を保管整備できる場合は省略することができる。 

(6) 出来形管理写真 

① 所定の形状寸法が判定できるように必ず寸法を示す器具（標尺（スタフ）、リボンテープ等）を入れて撮影

する。 

② 寸法読み取り定規は、水平または垂直に正しくあて、かつ定規と直角方向から撮影する。 

③ 寸法が確認しにくい場合は、必要に応じて接写撮影も行う。 

 

１－１－59 写真管理 

２ 工事写真の分類 

(3) 安全管理写真 

① 所定の形状寸法が判定できるように必ず寸法を示す器具（標尺（スタフ）、リボンテープ等）を入れて撮影

する。 

② 寸法読み取り定規は、水平または垂直に正しくあて、かつ定規と直角方向から撮影する。 

③ 寸法が確認しにくい場合は、必要に応じて接写撮影も行う。 

(4) 使用材料写真 

工事材料検査の実施状況及び確認された形状寸法等を撮影する。 

(5) 品質管理写真 

施工管理のために行った試験または測定状況及び測定値を撮影する。ただし、公的機関で実施された品

質証明写真を保管整備できる場合は省略することができる。 

(6) 出来形管理写真 

① 工事標識、保安設備及び交通誘導員等の安全管理状況を撮影する。 

② 安全教育、安全訓練等の実施状況を撮影する。 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

 

改定 

５ デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

(1) 小黒板情報電子化（以下、「電子黒板」という。）とは、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の

記載情報を電子的に記録するものである。 

(2) 受注者は電子黒板の実施を選定する場合、その旨を施工計画書に記載したうえで実施すること。 

(3) 電子黒板を実施するうえで必要となる機器およびソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）は、受注者が選定・

調達する。 

(4) 使用機器の選定にあたっては、次に示す要件を満たすものとし、使用前に監督員に提示すること。 

① 各工事で準拠している写真管理基準等に示す小黒板に記入すべき項目の電子的記入ができること。 

② 信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用すること。（※１） 

(5) 電子黒板を実施した写真は、各工事で準拠している写真管理基準等に規定されている「写真の編集」には該当

しない。 

(6) 電子黒板を実施した写真を電子納品するときは、「チェックシステム（信憑性チェックツール）」（※２）または写真

管理ソフトに搭載されたチェックツールや工事写真ビューアソフトにより受注者が信憑性を確認し、信憑性の確

認結果を監督員に提出すること。 

 

※１ 使用機器の事例は、下記ＵＲＬを参照すること。なお、この使用機器の事例からの選定に限定するもので

はない。 

     ＵＲＬ「https://www.jcomsia.org/kokuban/」 

※２ 下記ＵＲＬに掲載されているチェックシステムのこと。 

       ＵＲＬ「https://www.jcomsia.org/kokuban/」 

 

 

５ デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

(1) 小黒板情報電子化（以下、「電子黒板」という。）とは、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の

記載情報を電子的に記録するものである。 

(2) 受注者は電子黒板の実施を選定する場合、その旨を施工計画書に記載したうえで実施すること。 

(3) 電子黒板を実施するうえで必要となる機器およびソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）は、受注者が選定・

調達する。 

(4) 使用機器の選定にあたっては、次に示す要件を満たすものとし、使用前に監督員に提示すること。 

① 各工事で準拠している写真管理基準等に示す項目の電子的記入ができること。 

② 使用機器は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使

用機器の事例からの選定に限定するものではない。 

(5) 電子黒板を実施した写真は、各工事で準拠している写真管理基準等に規定されている「写真の編集」には該当

しない。 

(6) 電子黒板を実施した写真を電子納品するときは、「チェックシステム（信憑性チェックツール）」または写真管理ソ

フトに搭載されたチェックツールにより受注者が信憑性を確認し、信憑性の確認結果を監督員に提出すること 

 

 

(7) 「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」、「チェックシステム（信憑性チェックツール）」につい

ては、「一般社団法人 日本建設情報総合センター」のホームページに掲載されているので、最新の情報を確

認すること。 

※一般社団法人 日本建設情報総合センター（研究開発部）ホームページのＵＲＬ 

「https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html」 

 

項番修正 １－１－62 舗装切断時に発生する濁水の処理 ～ １－１－64 配水管工事等に係る個人情報の取扱 

 

１－１－60 舗装切断時に発生する濁水の処理 ～ １－１－62 配水管工事等に係る個人情報の取扱 

 

 

 

 

  

https://www.jcomsia.org/kokuban/
https://www.jcomsia.org/kokuban/
https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

表１－５ 品質管理基準及び規格値 

 

 

 

表１－５ 品質管理基準及び規格値 
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る
基

層
及

び
表

層
用

混
合

物
の

総
使

用
量

が

3
,
0
00
ｔ

以
上
の
場

合
が

該
当
す

る
。
 

・
小

規
模
工

事
で

は
、
管

理
結
果

を
施

工
管
理

に
反

映
で
き

る
規
模

の
工

事
を
い
い
、
同

一
工
 

種
の

施
工
が

数
日
連

続
す

る
場
合
で
、
以

下
の

い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
も

の
を
い
う
。
 

1
.
施

工
面
積

で
、
2
,0
0
0
ｍ
2
以
上

1
0
,00

0
ｍ
2

未
満
 

2
.
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量
が

5
00
ｔ

以
上

3
,0
00
ｔ
未

満
（

コ
ン
ク

リ
ー

ト
で
は

4
00
ｍ
3
以
上

1
,
0
00
ｍ
3
未

満
）
 

た
だ
し
、
以
下
に

該
当

す
る
も
の

に
つ

い
て
も

小
規
模
工
事
と
し
て
取
り
扱

う
も
の

と
す

る
。

1
)
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
：
同
一
配

合
の

合
材
が

1
00
ｔ

以
上
の
も
の

。
 

○
 

 

 

 

②
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

修
正

Ｃ

Ｂ
Ｒ

試
験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4]
-
6
8
 

修
正
Ｃ

Ｂ
Ｒ
8
0
％
以

上
 

 
必

須
の

②
は

M
S
：
粒

度
調
整

鉄
鋼
ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬
性
粒

度
調
整

鉄
鋼

ス
ラ

グ
に

適
用

す
る
。
 

○
 

 
 

 
③
 

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試

験
 

 

J
IS
 
A
 
1
1
02 

J
IS
 
A
 
5
0
01
 
表

2
参
照
 

 
 

○
 

 
 

 
④
 

土
の

液
性

限
界
・
塑
性

限

界
試
験
 

 

J
IS
 
A
 
1
2
05 

塑
性

指
数

PI
：
4
以

下
 

 
必

須
の
④
は

鉄
鋼
ス

ラ
グ

に
は
適
用

し
な

い
。
 

 
○

 

 
 

 
⑤
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

呈
色

判

定
試
験
 

 

J
IS
 
A
 
5
0
15 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4]
-
7
3
 

呈
色
な

し
 

 
必

須
の

⑤
は

M
S
：
粒

度
調
整

鉄
鋼
ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬
性
粒

度
調
整

ス
ラ
グ
に

適
用

す
る
。
 

○
 

 
 

 
⑥
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

水
浸

膨

張
性

試
験
 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4]
-
8
0
 

1
.0
％
以
下
 

  

 
必

須
の

⑥
は

M
S
：
粒

度
調
整

鉄
鋼
ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬
性
粒

度
調
整

鉄
鋼

ス
ラ

グ
に

適
用

す
る
。
 

○
 

 

 

 

⑦
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

一
軸

圧

縮
試
験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4]
-
7
5
 

1
.2
Ｍ
P
a
以
上
（
14

日
）
 

 
必

須
の
⑦
は

H
MS
：

水
硬

性
粒
度

調
整

ス
ラ
グ

に
適

用
す
る

。
 

〇
 

 

 

 

⑧
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

単
位

容

積
質

量
試
験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4]
-
1
31 

1
.5
0
k
g/
㍑

以
上
 

 
必

須
の

⑧
は

M
S
：
粒

度
調
整

鉄
鋼
ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬
性
粒

度
調
整

ス
ラ
グ
に

適
用

す
る
。
 

〇
 

 工
種

 
種別

 

試
験

区
分
 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
 
 

試
験

基
準
 

摘
要
 

※
 

上層路盤 

材料 

必須 

①
 

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
 

   

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4
]
-
6
8 

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
80

％
以

上
 

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

再
生

骨
材

含
む

場

合
90

％
以

上
 

4
0
℃

で
行

っ
た

場
合

8
0％

以
上
 

・
中

規
模

以
上

の
工

事
：

施
工

前
、

材
料

変
更

時
 

・
小

規
模
以

下
の

工
事

：
施

工
前
 

               

・
中

規
模
以

上
の

工
事

と
は

、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の
管

理
が
可

能
な

工
事

を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積

が
10

，
0
00

ｍ
2
あ
る

い
は

使
用

す

る
基

層
及

び
表

層
用

混
合

物
の

総
使

用
量

が

3
,
00

0
 

ｔ
以

上
の
場

合
が
該

当
す

る
。
 

・
小

規
模
工

事
で

は
、
管

理
結
果

を
施

工
管

理

に
反

映
で
き

る
規
模

の
工

事
を

い
い

、
同

一
工
 

種
の

施
工
が

数
日
連

続
す

る
場

合
で

、
以

下
の

い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
も

の
を

い
う

。
 

1
.
施

工
面
積

で
、
2
,0

0
0
ｍ
2
以

上
1
0
,
00

0
ｍ

2

未
満
 

2
.
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量

が
5
0
0
ｔ

以
上

3
,0

00
ｔ
未

満
（

コ
ン

ク

リ
ー

ト
で
は

4
0
0
ｍ
3
以

上
1
,
0
00

ｍ
3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以

下
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

も

小
規

模
工
事

と
し
て

取
り

扱
う

も
の

と
す

る
。

1
)
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
舗

装
：
同

一
配

合
の

合
材

が

1
0
0
ｔ

以
上

の
も

の
。

 

○
 

 

 

 

②
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

修
正

Ｃ

Ｂ
Ｒ

試
験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4
]
-
6
8 

修
正

Ｃ
Ｂ

Ｒ
80

％
以

上
 

 
必

須
の

②
は

M
S
：

粒
度

調
整

鉄
鋼

ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
鉄

鋼
ス

ラ
グ

に

適
用

す
る
。

 

○
 

 
 

 
③

 
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験
 

 

J
I
S
 

A
 

11
02
 

J
I
S
 
A
 

50
01

 
表

2
参
照
 

 
 

○
 

 
 

 
④

 
土

の
液

性
限

界
・
塑
性

限

界
試

験
 

 

J
I
S
 

A
 

12
05
 

塑
性

指
数

P
I
：
4
以

下
 

 
必

須
の

④
は

鉄
鋼
ス

ラ
グ

に
は

適
用

し
な

い
。
 

 
○

 

 
 

 
⑤

 
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
呈

色
判

定
試

験
 

 

J
I
S
 

A
 

50
15
 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4
]
-
7
3 

呈
色

な
し

 
 

必
須

の
⑤

は
M
S
：

粒
度

調
整

鉄
鋼

ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用

す
る

。
 

○
 

 
 

 
⑥

 
鉄

鋼
ス

ラ
グ

の
水

浸
膨

張
性

試
験
 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4
]
-
8
0 

1
.
5
％
以

下
 

  

 
必

須
の

⑥
は

M
S
：

粒
度

調
整

鉄
鋼

ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
鉄

鋼
ス

ラ
グ

に

適
用

す
る
。

 

○
 

 

 

 

⑦
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

一
軸

圧

縮
試

験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4
]
-
7
5 

1
.
2
Ｍ
P
a
以
上

（
14

日
）
 

 
必

須
の

⑦
は

H
M
S
：

水
硬

性
粒
度

調
整

ス
ラ

グ

に
適

用
す
る

。
 

〇
 

 

 

 

⑧
 

鉄
鋼

ス
ラ

グ
の

単
位

容

積
質

量
試

験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
4
]
-
1
31
 

1
.
5
0
k
g/

㍑
以
上

 
 

必
須

の
⑧

は
M
S
：

粒
度

調
整

鉄
鋼

ス
ラ

グ
及

び
、

HM
S
：

水
硬

性
粒

度
調

整
ス

ラ
グ

に
適

用

す
る

。
 

〇
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

.  

工
種

 
種別

 

試
験

区
分
 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要

 
※

 

アスファルト舗装 

材料 

必須 

①
 

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試

験
 

J
I
S
 
A
 

1
1
0
2
 

J
I
S
 
A
 

5
0
01

 
表

2
参

照
 

中
規

模
以
上

の
工
事

：
施
工

前
、
材

料
変

更
時

 

小
規

模
以
下

の
工
事

：
施
工

前
 

 

・
中

規
模

以
上

の
工

事
と

は
、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の

管
理

が
可

能
な

工
事

を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積

が
1
0
,
0
00

ｍ
2
あ

る
い

は
使

用
す

る

基
層

及
び

表
層

用
混

合
物

の
総

使
用

量
が

3
,
0
0
0ｔ

以
上
の

場
合
が

該
当
す

る
。
 

・
小

規
模

工
事

は
、
管

理
結

果
を

施
工

管
理

に
 

反
映

で
き

る
規

模
の

工
事

を
い

い
、
同

一
工

種

の
施

工
が

数
日

連
続

す
る

場
合

で
、
以

下
の

い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
い

う
。

 

1
.
施

工
面

積
で

、
2
,
0
0
0
ｍ
2
以

上
1
0
,
0
0
0
ｍ

2

未
満

 

2
.
 
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量

が
5
0
0
ｔ

以
上

3
,
00

0
ｔ

未
満

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
で

は
4
0
0
ｍ

3
以

上
1
,
0
0
0
ｍ

3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以

下
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

も

小
規

模
工

事
と

し
て

取
扱

う
も

の
と

す
る

。
 

1
)
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
：
同

一
配

合
の

合
材

が

1
0
0
ｔ
以

上
の
も

の
。
 

○
 

○
 

 
 

 
②

 
骨

材
の

密
度

及
び

吸
水

率
試

験
 

J
I
S
 
A
 

1
1
0
9
 

J
I
S
 
A
 

1
1
1
0
 

表
層

・
基

層
 

表
乾

密
度

：
2.
4
5
g
/
cm
3
以

上
 

吸
水

率
：

3
.
0％

以
下
 

 
 

〇
 

 
 

 
③

 
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験

 

 

J
I
S
 
A
 

1
1
3
7
 

粘
土

、
粘

土
塊

量
：

0.
2
5
％

以
下

 
 

 

○
 

 
 

 
④

 
粗

骨
材

の
形

状
試

験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
5
1
 

 

細
長

、
あ

る
い

は
偏

平
な

石
片

：
1
0
％
以

下
 

 
 

○
 

 
 

 
⑤

 
フ

ィ
ラ

ー
（

舗
装

用
石

炭

石
粉

）
の

粒
度

試
験

 

  

J
I
S
 
A
 

5
0
0
8
 

舗
装

施
工

便
覧

 
表

3
.
3
.
1
7
に

よ
る
。

 
 

 

○
 

 

 

 

⑥
 

フ
ィ

ラ
ー
（

舗
装

用
石

炭

石
粉

）
の

水
分

試
験

 

  

J
I
S
 
A
 

5
0
0
8
 

1
％

以
下

 
 

 

○
 

 工
種

 
種別
 

試
験

区
分
 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要

 
※

 

アスファルト舗装 

材料 

必須 

①
 

骨
材

の
ふ

る
い

分
け

試

験
 

J
I
S
 
A
 

1
1
0
2
 

J
I
S
 
A
 

5
0
01

 
表

2
参

照
 

中
規

模
以
上

の
工
事

：
施
工

前
、
材

料
変
更

時
 

小
規

模
以
下

の
工
事

：
施
工

前
 

 

・
中

規
模
以

上
の
工

事
と
は

、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の
管

理
が
可

能
な
工

事
を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積
が

1
0
,
0
00

ｍ
2
あ

る
い

は
使

用
す

る

基
層

及
び

表
層

用
混

合
物

の
総

使
用

量
が

3
,
0
0
0ｔ

以
上
の

場
合
が

該
当
す

る
。
 

・
小

規
模
工

事
は

、
管

理
結
果

を
施

工
管
理

に
 

反
映

で
き
る

規
模
の

工
事
を

い
い

、
同

一
工

種

の
施

工
が
数

日
連
続

す
る
場

合
で

、
以

下
の

い

ず
れ

か
に
該

当
す
る

も
の
を

い
う
。

 

1
.
施

工
面
積

で
、
2
,
0
0
0
ｍ
2
以

上
1
0
,
0
0
0
ｍ

2

未
満

 

2
.
 
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量

が
5
0
0
ｔ

以
上

3
,
00

0
ｔ

未
満

（
コ
ン

ク

リ
ー

ト
で
は

4
0
0
ｍ

3
以

上
1
,
0
0
0
ｍ

3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以

下
に

該
当

す
る
も

の
に

つ
い
て

も

小
規

模
工

事
と

し
て

取
扱
う

も
の
と

す
る

。
 

1
)
ア

ス
フ
ァ

ル
ト
舗

装
：
同

一
配

合
の

合
材

が

1
0
0
ｔ
以

上
の
も

の
。
 

○
 

○
 

 
 

 
②

 
骨

材
の

密
度

及
び

吸
水

率
試

験
 

J
I
S
 
A
 

1
1
0
9
 

J
I
S
 
A
 

1
1
1
0
 

表
層

・
基
層

 

表
乾

密
度
：

2.
4
5
g
/
cm
3
以

上
 

吸
水

率
：

3
.
0％

以
下
 

 
 

〇
 

 
 

 
③

 
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験

 

 

J
I
S
 
A
 

1
1
3
7
 

粘
土

、
粘
土

塊
量
：

0.
2
5
％

以
下

 
 

 

○
 

 
 

 
④

 
粗

骨
材

の
形
状

試
験

 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
5
1
 

 

細
長

、
あ
る

い
は
偏

平
な
石

片
：

1
0
％
以

下
 

 
 

○
 

 
 

 
⑤

 
フ

ィ
ラ

ー
の
粒

度
試
験

 

  

J
I
S
 
A
 

5
0
0
8
 

舗
装

施
工
便

覧
 

表
3
.
3
.
1
7
に

よ
る
。

 
 

 

○
 

 

 

 

⑥
 

フ
ィ

ラ
ー

の
水

分
試
験

 

  

J
I
S
 
A
 

5
0
0
8
 

1
％

以
下

 
 

 

○
 

 



水 道 工 事 標 準 仕 様 書 新 旧 対 照 表  
 

 

13 

 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

アスファルト舗装 
材料 

その他 

⑨
 

針
入

度
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 
・
中

規
模

以
上

の
工

事
と

は
、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の

管
理

が
可

能
な

工
事

を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積

が
1
0
,
0
0
0
ｍ

2
あ

る
い

は
使

用
す

る

基
層

及
び

表
層

用
混

合
物

の
総

使
用

量
が

3
,
0
0
0
ｔ

以
上
の

場
合

が
該

当
す

る
。

 

・
小

規
模

工
事

は
、
管

理
結

果
を

施
工

管
理

に

反
映

で
き

る
規

模
の

工
事

を
い

い
同

一
工

種

の
施

工
が

数
日

連
続

す
る

場
合

で
、
以

下
の

い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
い

う
。

 

1
.
施

工
面

積
で

、
2
,
0
0
0
ｍ

2
以

上
1
0
,
0
0
0
ｍ

2

未
満

 

2
.
 
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量

が
5
0
0
ｔ

以
上

3
,
0
0
0
ｔ

未
満

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
で

は
4
0
0
ｍ

3
以

上
1
,
0
00

ｍ
3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以

下
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

も

小
規

模
工

事
と

し
て

取
扱

う
も

の
と

す
る

。
 

1
.
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
：
同

一
配

合
の

合
材

が

1
0
0
ｔ
以

上
の
も

の
。
 

 

〇
 

 
 

⑩
 

軟
化

点
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

 

〇
 

 
 

 
⑪

 
伸

度
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

 

○
 

 

 

 

⑫
 

ト
ル

エ
ン

可
溶

分
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

○
 

 

 

 

⑬
 

引
火

点
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
1
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
2
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
3
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
4
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

○
 

 

 

 

⑭
 

薄
膜

加
熱

試
験

 
J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

○
 

 
 

 
⑮

 
蒸

発
後

の
針

入
度

比
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

 

 
 

○
 

 
 

 
⑯

 
密

度
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 
 

○
 

 
 

 
⑰

 
高

温
動

粘
度

試
験

 
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧

[
2
]
-
2
1
2
 
 

 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

 
 

○
 

 
 

 
⑱

 
6
0
℃

粘
度

試
験
 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
2
2
4
 
 

 

 
 

 

○
 

 

 

 

⑲
 

タ
フ

ネ
ス
・
テ

ナ
シ

テ
ィ

試
験

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
2
8
9
 
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

 
 

○
 

 工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

アスファルト舗装 

材料 

その他 

⑨
 

粗
骨

材
中

の
軟

石
量

試

験
 

J
I
S
 
A
 

1
1
2
6
 

軟
石

量
：

5
％
以

下
 

中
規

模
以

上
の

工
事

：
施

工
前

、
材

料
変

更
時

 

小
規

模
以

下
の

工
事

：
施

工
前

 

・
中

規
模

以
上

の
工

事
と

は
、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の

管
理

が
可

能
な

工
事

を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積

が
1
0
,
0
0
0
ｍ

2
あ

る
い

は
使

用
す

る

基
層

及
び

表
層

用
混

合
物

の
総

使
用

量
が

3
,
0
0
0
ｔ

以
上
の

場
合

が
該

当
す

る
。

 

・
小

規
模

工
事

は
、
管

理
結

果
を

施
工

管
理

に

反
映

で
き

る
規

模
の

工
事

を
い

い
同

一
工

種

の
施

工
が

数
日

連
続

す
る

場
合

で
、
以

下
の

い
 

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
い

う
。

 

1
.
施

工
面

積
で

、
2
,
0
0
0ｍ

2
以

上
1
0
,
0
0
0
ｍ

2

未
満

 

2
.
 
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量

が
5
0
0
ｔ

以
上

3
,
0
0
0
ｔ

未
満

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
で

は
4
0
0
ｍ

3
以

上
1
,
0
00

ｍ
3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以

下
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

も

小
規

模
工

事
と

し
て

取
扱

う
も

の
と

す
る

。
 

1
.
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
：
同

一
配

合
の

合
材

が

1
0
0
ｔ
以

上
の
も

の
。
 

 

〇
 

 
 

⑩
 

針
入

度
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

〇
 

 
 

 
⑪

 
軟

化
点

試
験

 
J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

 

○
 

 

 

 

⑫
 

伸
度

試
験

 
J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

 

○
 

 

 

 

⑬
 

ト
ル

エ
ン

可
溶

分
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

○
 

 

 

 

⑭
 

引
火

点
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
1
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
2
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
3
 

J
I
S
 
K
 

2
2
6
5
-
4
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

○
 

 
 

 
⑮

 
薄

膜
加

熱
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 
 

○
 

 
 

 
⑯

 
蒸

発
後

の
針

入
度

比
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

 

 
 

○
 

 
 

 
⑰

 
密

度
試

験
 

J
I
S
 
K
 

2
2
0
7
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

舗
装

用
石

油
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
：
表

3
.
3
.
1
 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 
 

○
 

 
 

 
⑱

 
高

温
動

粘
度

試
験

 
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧

[
2
]
-
2
1
2
 
 

 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

セ
ミ

ブ
ロ

ー
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
4
 

 

 
 

○
 

 

 

 

⑲
 

6
0
℃

粘
度

試
験
 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
2
2
4
 
 

 

 
 

 

○
 

 
 

 

⑳
 

タ
フ

ネ
ス
・
テ

ナ
シ

テ
ィ

試
験

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
2
8
9
 
 

舗
装

施
工

便
覧

参
照

 

ポ
リ

マ
ー

改
質

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

：
表

3
.
3
.
3
 

 
 

○
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14 

 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分
 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要

 
※

 

アスファルト舗装 

 舗設現場 

必須 

①
 
現

場
密

度
の

測
定

 
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧

[
3
]
-
21
8
 
 

 

基
準

密
度

の
9
4
％

以
上

 

Ｘ
1
0
 
9
6
％

以
上

 

Ｘ
6
 

96
％

以
上
 

Ｘ
3
 

96
.
5
％

以
上

 

歩
道

舗
装

：
設

計
図

書
に

よ
る

。
 

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

最
大

乾
燥

密
度

の
9
4
％

以
上

を
満

足
す

る
も

の
と

し
、

か

つ
平

均
値

に
つ

い
て

以
下

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
 

・
締

固
め
度

は
1
0
個
の

測
定
値

の
平
均

値
X
1
0

が
規

格
値

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

1
0
個

の
平

均
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
平

均
値

の
平
均

値
X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が
、

X
3
が

規
格

値
か

ら
は

ず
れ

た
場

合

は
、

さ
ら
に

3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た

平
均

値

X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ

ば
よ

い
。

 

・
1
工

事
あ

た
り

3,
0
0
0
ｍ
2
を

超
え

る
場

合
は

、

1
0,
0
0
0
ｍ
2
以

下
を

1
ロ

ッ
ト

と
し

、
1
ロ

ッ
ト

あ
た

り
1
0
個

（
10

孔
）

で
測

定
す

る
。

 

例
）

 

3
,0
0
1
～

10
,
0
0
0
ｍ
2
：

1
0
個

 

1
0,
0
0
1
ｍ
2
以

上
の

場
合

、
1
0
,
0
0
0
ｍ

2
毎

に
1
0

個
追

加
し

測
定

箇
所

が
均

等
に

な
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ
と

。
 

例
え

ば
、
12

,
0
0
0
ｍ
2
の

場
合

、
6
,0
0
0
ｍ

2
/
1

ロ
ッ

ト
毎
に

10
個

、
合

計
2
0
個
 

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
00
0
ｍ

2
以

下
の

場
合

は
、
3

個
(
3
孔

)
で

測
定

す
る

。
た

だ
し

、
施

工
面

積
に

よ
り

測
定

数
が

適
切

で
な

い
場

合
は

協
議

に
よ

り
省

略
す
る

こ
と
も

出
来
る

。
 

 

橋
面

舗
装

は
コ

ア
採

取
し

な
い

で
A
s
合

材
量

(
プ

ラ
ン

ト
出

荷
数

量
)
と

舗
設

面
積

及
び

厚

さ
で

の
密

度
管

理
、
又

は
転

圧
回

数
に

よ
る

管

理
を

行
う

。
 

 

 
 

 

②
 
温

度
測

定
（

初
期

締
固

め

前
）

 

温
度

計
に

よ
る

。
 

1
1
0
℃

以
上

 

※
た

だ
し

、
混

合
物

の
種

類
に

よ
っ

て
敷

均
し

が
困

難
な

場
合

や
、
中

温
化

技
術

に
よ

り
施

工
性

を
改

善

し
た

混
合

物
を

使
用

す
る

場
合

、
締

固
め

効
果

の
高

い
ロ

ー
ラ

を
使

用
す

る
場

合
な

ど
は

、
所

定
の

締
固

 

め
度

が
得

ら
れ

る
範

囲
で

、
適

切
な

温
度

を
設

定
 

随
時

 
測

定
値

の
記

録
は

、
1
日

4
回

（
午

前
、

午
後

各
2
回

）
 

 

 
 

 

③
 
外

観
検

査
（

混
合

物
）
 

目
視

 
 

 
 

 

 
 

その他 

①
 
す

べ
り

抵
抗

試
験

 
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧

[
1
]
-
10
1
 
 

設
計

図
書

に
よ

る
。

 
舗

設
車

線
毎

2
0
0
m
毎

に
1
回

 
 

 

 工
種
 

種別
 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

アスファルト舗装 

 舗設現場 

必須 

①
 
現

場
密

度
の

測
定

 
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧

[
3]
-
2
1
8
  

 

基
準

密
度

の
9
4
％

以
上
 

Ｘ
10 9

6
％
以

上
 

Ｘ
6 9
6
％

以
上

 

Ｘ
3 9
6
.
5
％
以

上
 

歩
道

舗
装

：
設

計
図

書
に

よ
る

。
 

・
締

固
め

度
は

、
個

々
の

測
定

値
が

最
大

乾
燥

密
度

の
9
4
％

以
上

を
満

足
す

る
も

の
と
し

、
か

つ
平

均
値

に
つ

い
て

以
下

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
 

・
締

固
め

度
は

1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

X
1
0

が
規

格
値

を
満

足
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

1
0
個

の
平

均
値

が
得

が
た

い
場

合
は

3
個

の
平

均
値

の
平

均
値

X
3
が

規
格

値
を

満
足

す
る

も
の

と
す

る
が

、
X
3
が

規
格

値
か

ら
は

ず
れ
た

場
合

は
、

さ
ら

に
3
個

の
デ

ー
タ

を
加

え
た
平

均
値

X
6
が

規
格

値
を

満
足

し
て

い
れ
ば

よ
い
。

 

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
ｍ

2
を

超
え

る
場

合
は

、

1
0
,
0
0
0
ｍ

2
以

下
を

1
ロ

ッ
ト

と
し

、
1
ロ

ッ
ト

あ
た

り
10

個
（

1
0
孔

）
で

測
定

す
る

。
 

例
）

 

3
,
0
0
1
～

1
0
,
0
0
0
ｍ

2
：

1
0
個

 

1
0
,
0
0
1
ｍ

2
以

上
の

場
合

、
1
0
,
00

0
ｍ

2
毎

に
1
0

個
追

加
し

測
定

箇
所

が
均

等
に

な
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

と
。

 

例
え

ば
、
1
2
,0
0
0
ｍ

2
の

場
合

、
6
,
0
0
0
ｍ

2
/
1

ロ
ッ

ト
毎

に
1
0
個

、
合

計
2
0
個

 

・
1
工

事
あ

た
り

3
,
0
0
0
ｍ

2
以

下
の

場
合

は
、
3

個
(
3
孔

)
で

測
定

す
る

。
た

だ
し

、
施

工
面

積
に

よ
り

測
定

数
が

適
切

で
な

い
場

合
は

協
議

に
よ

り
省

略
す

る
こ

と
も

出
来

る
。

 

 

橋
面

舗
装

は
コ

ア
採

取
し

な
い

で
A
s
合

材
量

(
プ

ラ
ン

ト
出

荷
数

量
)
と

舗
設

面
積

及
び

厚

さ
で

の
密

度
管

理
、
ま

た
は

転
圧

回
数

に
よ

る

管
理

を
行

う
。

 

 

 
 

 

②
 
温

度
測

定
（

初
期

締
固

め

前
）
 

温
度

計
に
よ

る
。
 

1
1
0
℃

以
上
 

随
時

 
測

定
値

の
記

録
は

、
1
日

4
回

（
午

前
、

午
後

各
2
回

）
 

 

 
 

 

③
 
外

観
検

査
（

混
合
物

）
 

目
視

 
 

 
 

 

 
 

その他 

①
 
す

べ
り

抵
抗

試
験

 
舗

装
調

査
・

試
験

法
便

覧

[
1]
-
1
0
1
  

設
計

図
書

に
よ

る
。
 

舗
設

車
線

毎
2
0
0m

毎
に

1
回

 
 

 

 



水 道 工 事 標 準 仕 様 書 新 旧 対 照 表  
 

 

15 

 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目
 

試
験

方
法
 

規
格

値
 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要

 
※

 

排水性舗装工・透水性舗装工 
材料 

その他 

①
 
フ

ィ
ラ

ー
の

塑
性

指
数

試
験

 

J
I
S
 
A
 
1
2
0
5
 

4
以

下
 

・
中

規
模

以
上

の
工

事
：

施
工

前
、

材
料

変
更

時
 

・
小

規
模

以
下

の
工

事
：

施
工

前
 

・
中

規
模
以

上
の
工

事
と
は

、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の

管
理

が
可

能
な

工
事

を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積

が
1
0
,
0
0
0
ｍ

2
あ

る
い

は
使

用
す

る

基
層

及
び

表
層

用
混

合
物

の
総

使
用

量
が

3
,
0
0
0
ｔ

以
上

の
場

合
が

該
当

す
る

。
 

・
小

規
模
工

事
は

、
管

理
結

果
を

施
工

管
理

に

反
映

で
き

る
規

模
の

工
事

を
い

い
同

一
工

種

の
施

工
が

数
日

連
続

す
る

場
合

で
、
以

下
の

い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
い

う
。

 

 1
.
施

工
面

積
で

、
2
,
0
0
0
ｍ
2
以
上

1
0
,
0
0
0
ｍ

2

未
満

 

2
.
 
使

用
す

る
基

層
及

び
表

層
混

合
物

の
総

使

用
量

が
5
0
0
ｔ

以
上

3
,
0
0
0
ｔ

未
満

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
で

は
4
0
0
ｍ
3
以

上
1
,
0
0
0
ｍ

3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以

下
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

も

小
規

模
工

事
と

し
て

取
り

扱
う

も
の

と
す

る
。
 

1
)
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
：
同

一
配

合
の

合
材

が

1
0
0
ｔ

以
上

の
も

の
。

 

〇
 

 
 

 

②
 
フ

ィ
ラ

ー
の

フ
ロ

ー
試

験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
8
3
 
 

5
0％

以
下
 

 
 

〇
 

 
 

 

③
 
製

鋼
ス

ラ
グ

の
水

浸
膨

張
性

試
験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]
-
9
4
 
 

水
浸

膨
張
比

：
2
.0

％
以

下
 

 
 

〇
 

 
 

 

④
 
粗

骨
材

の
す

り
へ

り
試

験
 

 

J
I
S
 
A
 
1
1
2
1
 

砕
石

・
玉
砕

、
鉄
鋼

ス
ラ
グ

（
S
S）

 

 
 

〇
 

 
 

 

⑤
 
硫

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

に
よ

る
骨

材
の
安

定
性
試

験
 

 

J
I
S
 
A
 
1
1
2
2
 

損
失

量
：
1
2
％

以
下

 

 
 

〇
 

 
 

 

⑥
 
針

入
度

試
験

 

  

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7
 

4
0（

1
/
1
0m
m
）

以
上

 

 
 

〇
 

 
 

 

⑦
 
軟

化
点

試
験

 

  

J
I
S
 
K
 
2
2
0
7
 

8
0.
0
℃

以
上

 

 
 

〇
 

 工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

排水性舗装工・透水性舗装工 

材料 

その他 

①
 
フ

ィ
ラ

ー
の

塑
性

指
数

試
験
 

J
I
S 

A
 
1
2
05
 

4
以

下
 

・
中

規
模

以
上

の
工

事
：

施
工

前
、

材
料

変
更

時
 

・
小

規
模

以
下

の
工

事
：

施
工

前
 

・
中

規
模

以
上

の
工

事
と

は
、
管

理
図

を
描

い

た
上

で
の
管

理
が
可

能
な
工

事
を
い

い
、
舗

装

施
工

面
積
が

1
0,
0
0
0
ｍ
2
あ
る

い
は
使

用
す

る

基
層

及
び

表
層

用
混

合
物

の
総

使
用

量
が

3
,0
0
0
ｔ

以
上

の
場

合
が

該
当

す
る

。
 

・
小

規
模

工
事

は
、
管

理
結
果

を
施
工

管
理

に

反
映

で
き

る
規

模
の

工
事

を
い

い
同

一
工

種

の
施

工
が
数

日
連
続

す
る
場

合
で

、
以

下
の

い

ず
れ

か
に
該

当
す
る

も
の
を

い
う
。

 

 1
.施

工
面
積

で
、
2
,0
0
0
ｍ

2
以

上
10
,
0
0
0
ｍ

2

未
満

 

2
. 

使
用

す
る

基
層

及
び

表
層

混
合

物
の

総
使

用
量

が
5
00

ｔ
以

上
3
,
0
0
0ｔ

未
満
（

コ
ン

ク

リ
ー

ト
で
は

4
0
0
ｍ

3
以

上
1,

0
0
0
ｍ
3
未

満
）
 

た
だ

し
、
以
下

に
該
当

す
る
も

の
に
つ

い
て

も

小
規

模
工
事

と
し
て

取
り
扱

う
も
の

と
す

る
。
 

1
)ア

ス
フ
ァ

ル
ト
舗

装
：
同
一

配
合
の

合
材

が

1
00

ｔ
以

上
の

も
の

。
 

〇
 

 
 

 

②
 
フ

ィ
ラ

ー
の

フ
ロ

ー
試

験
 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]-

8
3
 
 

5
0
％

以
下

 
 

 

〇
 

 
 

 

③
 
製

鋼
ス

ラ
グ

の
水

浸
膨

張
性

試
験

 

 

舗
装

調
査

・
試

験
法

便
覧

[
2
]-

9
4
 
 

水
浸

膨
張

比
：

2
.
0
％

以
下

 

 
 

〇
 

 
 

 

④
 
粗

骨
材

の
す

り
へ

り
試

験
 

 

J
I
S 

A
 
1
1
21
 

砕
石

・
玉

砕
、

鉄
鋼

ス
ラ

グ
（

S
S
）
 

 
 

〇
 

 
 

 

⑤
 
硫

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

に
よ

る
骨

材
の

安
定

性
試

験
 

 

J
I
S 

A
 
1
1
22
 

損
失

量
：

1
2
％

以
下
 

 
 

〇
 

 
 

 

⑥
 
粗

骨
材

中
の

軟
石

量
試

験
 

 

J
I
S 

A
 
1
1
26
 

軟
石

量
：

5
％

以
下

 

 
 

〇
 

 
 

 

⑦
 
針

入
度

試
験
 

  

J
I
S 

K
 
2
2
07
 

4
0
（

1
/
1
0
m
m
）

以
上
 

 
 

〇
 

 
 

 

⑧
 
軟

化
点

試
験
 

  

J
I
S 

K
 
2
2
07
 

8
0
.
0
℃

以
上
 

 
 

〇
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要
 

※
 

セメント・コンクリート 
材料 

必須 

①
 
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
対

策
 

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に
つ

い
て
」（

平
成

1
4
年

７
月

3
1
日

付
国

官
技

第
11

2
号
、

国
港
環

第
3
5

号
、

国
空
建

第
7
8
号

）
 

同
左
 

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

／
６

か
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

 

 

○
 

 
その他 

①
 
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験
 

J
I
S
 

A
 
1
1
0
2
 

J
I
S
 

A
 
5
0
0
5
 

J
I
S
 

A
 
5
0
1
1
－
1
～

4
 

J
I
S
 

A
 
5
0
2
1
 

設
計

図
書

に
よ

る
。

 
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

／
月

以
上

及
び

産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
 

 

○
 

 
 

②
 
骨

材
の

密
度

及
び

吸
水

率
試

験
 

J
I
S
 

A
 
1
1
0
9
 

J
I
S
 

A
 
1
1
1
0
 

J
I
S
 

A
 
5
0
0
5
 

J
I
S
 

A
 
5
0
1
1
－
1
～

4
 

J
I
S
 

A
 
5
0
2
1
 

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
 

細
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
5
％

以
下
 

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下
 

（
砕

砂
、
砕

石
、
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

、
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
細

骨
材

、
銅

ス
ラ

グ
細

骨
材

の
規

格
値

に
つ

い
て

は
摘

要
を

参
照
）

 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
 

J
I
S
 

A
 

5
0
05（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕
石

及
び

砕
砂

）
 

J
I
S
 

A
 

50
1
1
－

1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
－

第
1
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
 

J
I
S
 

A
 

50
1
1
－

2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
－

第
2
部
：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル
ス

ラ
グ

細
骨

材
）

 

J
I
S
 

A
 

50
1
1
－

3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
－

第
3
部

：
銅

ス
ラ

グ
細

骨
材

）
 

J
I
S
 

A
 

5
0
11

－
4
 （

コ
ン

ク
リ

ー
ト
用

ス
ラ

グ
用

骨
材

－
第

４
部
：
電

気
炉

酸
化

ス
ラ

グ
骨

材
）

 

J
I
S
 

A
 

50
1
1
－

5
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
 
第

5
 部

：
石

炭
ガ

ス
化

ス
ラ

グ
骨

材
）
 

J
I
S
 

A
 

5
0
21（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
再
生

骨
材

Ｈ
）

 

○
 

 

 

 

③
 
粗

骨
材

の
す

り
へ

り
試

験
 

J
I
S
 

A
 
1
1
2
1
 

J
I
S
 

A
 
5
0
0
5
 

砕
石

 
4
0
％

以
下
 

砂
利

 
3
5
％

以
下
 

舗
装

コ
ン

ク
リ

ー
ト

は
35

％
以

下
。

た
だ

し
、

積

雪
寒

冷
地

の
舗

装
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

は
2
5
％

以
下

。
 

工
事

開
始

前
、
工

事
中

１
回

以
上

/
1
2
か

月
及

び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

た
だ

し
、

砂
利

の
場

合
は

、
工

事
開
始

前
、
工

事
中

1
回

/
月

以
上

及

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
 

 

○
 

 
 

 
④

 
骨

材
の

微
粒

分
量

試
験

 
J
I
S
 

A
 
1
1
0
3
 

J
I
S
 

A
 
5
0
0
5
 

J
I
S
 

A
 
5
3
0
8
 

粗
骨

材
 

砕
石

 
3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％
以

上
の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
 

ス
ラ

グ
骨

材
 

5
.0

％
以

下
 

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
1
.
0
％

以
下

 

細
骨

材
 

砕
石

 
9
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％
以

上
の
場

合
は

5
.
0
％

以
下

）
 

ス
ラ

グ
細

骨
材

 
7
.0

％
以

下
（

た
だ

し
、

す
り

へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.0

％
以
下

）
 

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
5
.0

％
以

下
（

た
だ

し
、

す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場
合

は
3
.
0％

以
下

）
 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。（
山

砂
の

場
合

は
、
工

事

中
１

回
／

週
以

上
）

 

 

○
 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要
 

※
 

セメント・コンクリー

ト 

材料 

必須 

①
 
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
対

策
 

「
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
に
つ

い
て
」（

平
成

1
4
年

７
月

31
日

付
国

官
技

第
1
1
2
号
、

国
港

環
第

3
5

号
、

国
空
建

第
7
8
号

）
 

同
左
 

骨
材

試
験

を
行

う
場

合
は

、
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

／
６

ヶ
月

以
上

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。
 

 

○
 

 
その他 

①
 
骨

材
の

ふ
る

い
分

け
試

験
 

J
IS

 
A
 
1
1
0
2
 

J
IS

 
A
 
5
0
0
5
 

J
IS

 
A
 
5
0
1
1
－
1
～

4
 

J
IS

 
A
 
5
0
2
1
 

設
計

図
書

に
よ

る
。

 
工

事
開

始
前

、
工

事
中

１
回

／
月

以
上

及
び

産

地
が

変
わ
っ

た
場

合
。
 

 

○
 

 
 

 
②

 
骨

材
の

密
度

及
び

吸
水

率
試

験
 

J
IS

 
A
 
1
1
0
9
 

J
IS

 
A
 
1
1
1
0
 

J
IS

 
A
 
5
0
0
5
 

J
IS

 
A
 
5
0
1
1
－
1
～

4
 

J
IS

 
A
 
5
0
2
1
 

絶
乾

密
度

：
2
.
5
以

上
 

細
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
5
％

以
下
 

粗
骨

材
の

吸
水

率
：

3
.
0
％

以
下
 

（
砕

砂
、
砕

石
、
高

炉
ス
ラ

グ
骨

材
、
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ
細

骨
材

、
銅

ス
ラ

グ
細

骨
材

の
規

格
値

に
つ

い
て

は
摘

要
を

参
照
）

 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ
っ

た
場

合
。
 

J
I
S
 

A
 

5
0
0
5（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
砕

石
及

び

砕
砂

）
 

J
I
S
 

A
 

5
01
1
－

1
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
－

第
1
部

：
高

炉
ス

ラ
グ

骨
材

）
 

J
I
S
 

A
 

5
01
1
－

2
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
－

第
2
部
：
フ

ェ
ロ

ニ
ッ

ケ
ル

ス
ラ

グ

細
骨

材
）

 

J
I
S
 

A
 

5
01
1
－

3
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
ス

ラ

グ
骨

材
－

第
3
部

：
銅

ス
ラ

グ
細

骨
材

）
 

J
I
S
 

A
 

5
0
2
1（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

用
再

生
骨

材

Ｈ
）

 

 

○
 

 

 

 

③
 
粗

骨
材

の
す

り
へ

り
試

験
 

J
IS

 
A
 
1
1
2
1
 

J
IS

 
A
 
5
0
0
5
 

砕
石

 
4
0
％

以
下
 

砂
利

 
3
5
％

以
下
 

舗
装

コ
ン

ク
リ

ー
ト

は
35

％
以

下
。

た
だ

し
、

積

雪
寒

冷
地

の
舗

装
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

は
2
5
％

以
下

。
 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

年
以

上
及

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
た

だ
し

、
砂

利
の

場
合

は
、
工
事

開
始
前

、
工

事
中

1
回

/
月

以
上

及
び

産
地

が
変
わ

っ
た

場
合

。
 

 

○
 

 
 

 
④

 
骨

材
の

微
粒

分
量
試

験
 

J
IS

 
A
 
1
1
0
3
 

J
IS

 
A
 
5
0
0
5
 

J
IS

 
A
 
5
3
0
8
 

粗
骨

材
 

砕
石

 
3
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％
以

上
の

場
合

は
5
.
0
％

以
下

）
 

ス
ラ

グ
骨

材
 

5
.0

％
以

下
 

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
1
.
0
％

以
下

 

細
骨

材
 

砕
石

 
9
.
0
％

以
下

（
た

だ
し

、
粒

形
判

定
実

績
率

が
5
8
％
以

上
の

場
合

は
5
.
0
％

以
下

）
 

ス
ラ

グ
細

骨
材

 
7
.0

％
以

下
（

た
だ

し
、

す
り

へ

り
作

用
を

受
け

る
場

合
は

5
.0

％
以
下

）
 

そ
れ

以
外

（
砂

利
等

）
5
.0

％
以

下
（

た
だ

し
、

す

り
へ

り
作

用
を

受
け

る
場
合

は
3
.
0％

以
下

）
 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ
っ

た
場

合
。（

山
砂

の
場

合
は

、
工

事

中
１

回
／
週

以
上

）
 

 

○
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準
 

摘
要

 
※

 

セメント・コンクリート 

材料 
その他 

⑤
 
砂

の
有

機
不

純
物

試
験
 

  

J
I
S
 

A
 

1
1
05
 

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。
濃

い
場

合
で
も

圧
縮

強
度

が
9
0
％

以
上

の
場

合
は

使
用

で
き

る
。
 

工
事

開
始

前
、
工

事
中

１
回

以
上

/
12

か
月

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
。

 

  

濃
い

場
合

は
、

J
I
S
11
4
3
「

有
機

不
純

物
を

含

む
細

骨
材

の
モ

ル
タ

ル
圧

縮
に

よ
る

試
験

方

法
」

に
よ

る
。

 
○

 

 
 

⑥
 
モ

ル
タ

ル
の

圧
縮

強
度

に
よ

る
砂

の
試

験
 

 

J
 
J
I
S
 

A
 

11
4
2
 

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

 
試

料
と

な
る

砂
の

上
部

に
お

け
る

溶
液

の
色

が

標
準

色
液

の
色

よ
り

濃
い

場
合

。
 

  

 

○
 

 
 

⑦
 
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験

 

 

J
I
S
 

A
 

1
1
37
 

細
骨

材
：

1
.
0
％

以
下
 

粗
骨

材
：

0
.
2
5
％

以
下
 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ

っ
た

場
合

。
 

再
砂

、
砕

石
 

 

工
事

開
始

前
、
工

事
中

1
回

/
年
以

下
及

び
産

地

が
変

わ
っ

た
場

合
。
 

 

 

○
 

 
 

 
⑧

 
硫

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

に
よ

る
骨

材
の

安
定

性
試

験
 

J
I
S
 

A
 

1
1
22
 

J
I
S
 

A
 

5
0
05
 

細
骨

材
：

1
0
％

以
下

 

粗
骨

材
：

1
2
％

以
下

 

砂
、

砂
利

 

工
事

開
始

前
、
工

事
中

1
回

以
上

/
12

か
月

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
 

砕
砂

、
砕

石
 

工
事

開
始

前
、
工

事
中

1
回

以
上

/
12

か
月

及
び

産
地

が
変

わ
っ

た
場

合
 

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適

用
す

る
。

 

〇
 

 
 

 
⑨

 
セ

メ
ン

ト
の

物
理

試
験
 

J
I
S
 

R
 

5
2
01
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）
 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
 

 

○
 

 

 

 

⑩
 
ポ

ル
ト

ラ
ン

ド
セ

メ
ン

ト
の

化
学

分
析

 

J
I
S
 

R
 

5
2
02
 

  

J
I
S
 

R
 

5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
2
（

シ
リ

カ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
3
（

フ
ラ

イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）
 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
 

 

○
 

 

 

 

⑪
 
セ

メ
ン

ト
の

水
和

熱
測

定
 
 

J
I
S
 

R
 

5
2
03
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

 
 

○
 

 

 

 

⑫
 
セ

メ
ン

ト
の

蛍
光

Ｘ
線

分
析

方
法

 

 

J
I
S
 

R
 

5
2
04
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
0
（

ポ
ル

ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
1
（

高
炉

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

5
2
1
4
（

エ
コ

セ
メ

ン
ト

）
 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
月

以
上

 

 

 

○
 

 工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要
 

※
 

セメント・コンクリート 

材料 

その他 

⑤
 
砂

の
有

機
不

純
物
試

験
 

  

J
IS

 
A
 
1
1
0
5
 

標
準

色
よ

り
淡

い
こ

と
。
濃

い
場

合
で

も
圧

縮
強
度

が
9
0
％
以

上
の

場
合

は
使

用
で

き
る

。
 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

年
以

上
及

び
産

地
が

変
わ
っ

た
場

合
。
 

  

濃
い

場
合

は
、

J
IS

1
1
4
3
「

有
機

不
純

物
を

含

む
細

骨
材

の
モ

ル
タ

ル
圧

縮
に

よ
る

試
験

方

法
」

に
よ

る
。
 

○
 

 
 

⑥
 
モ

ル
タ

ル
の

圧
縮

強
度

に
よ

る
砂
の

試
験
 

 

J
 J
I
S
 

A 
1
1
4
2
 

圧
縮

強
度

の
9
0
％

以
上

 
試

料
と

な
る

砂
の

上
部

に
お

け
る

溶
液

の
色

が

標
準

色
液
の

色
よ

り
濃

い
場

合
。

 

  

 

○
 

 
 

⑦
 
骨

材
中

の
粘

土
塊

量
の

試
験
 

 

J
IS

 
A
 
1
1
3
7
 

細
骨

材
：

1.
0
％

以
下

 

粗
骨

材
：

0.
2
5
％
以

下
 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
１

回
／

月
以

上
及

び
産

地
が

変
わ
っ

た
場

合
。
 

再
砂

、
砕
石

 
 

工
事

開
始
前

、
工

事
中

1
回
/
年

以
下

及
び

産
地

が
変

わ
っ
た

場
合

。
 

 

 

○
 

 
 

 
⑧

 
硫

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

に
よ

る
骨

材
の
安

定
性
試

験
 

J
IS

 
A
 
1
1
2
2
 

J
IS

 
A
 
5
0
0
5
 

細
骨

材
：

10
％

以
下

 

粗
骨

材
：

12
％

以
下

 

砂
、

砂
利
 

工
事

開
始
前

、
工

事
中

1
回

/
6
か

月
以

下
及

び

産
地

が
変
わ

っ
た

場
合
 

工
事

開
始
前

、
工

事
中

1
回
/
年

以
下

及
び

産
地

が
変

わ
っ
た

場
合

 

寒
冷

地
で

凍
結

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

点
に

適

用
す

る
。

 

〇
 

 
 

 
⑨

 
セ

メ
ン

ト
の

物
理
試

験
 

J
IS

 
R
 
5
2
0
1
 

J
I
S
 

R
 

52
1
0
（
ポ

ル
ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

52
1
1
（
高

炉
セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

52
1
2
（
シ

リ
カ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

52
1
3
（
フ

ラ
イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

52
1
4
（
エ

コ
セ
メ

ン
ト

）
 

 

工
事

開
始
前

、
工

事
中

１
回

／
月

以
上

 
 

○
 

 

 

 

⑩
 
ポ

ル
ト

ラ
ン

ド
セ

メ
ン

ト
の

化
学
分

析
 

J
IS

 
R
 
5
2
0
2
 

  

J
I
S
 

R
 

52
1
0
（
ポ

ル
ト
ラ

ン
ド

セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

52
1
1
（
高

炉
セ
メ

ン
ト

）
 

J
I
S
 

R
 

52
1
2
（
シ

リ
カ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

52
1
3
（
フ

ラ
イ
ア

ッ
シ

ュ
セ

メ
ン

ト
）

 

J
I
S
 

R
 

52
1
4
（
エ

コ
セ
メ

ン
ト

）
 

 

工
事

開
始
前

、
工

事
中

１
回

／
月

以
上

 
 

○
 

 

 

 

⑪
 

 

練
混

ぜ
水
の

水
質
試

験
 

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
場

合
：

J
IS

 
A
 

5
30
8
付

属
書

C
 

懸
濁

物
質

の
量

：
2
ｇ

／
L
以

下
 

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
 

セ
メ

ン
ト

の
凝

結
時

間
の
差
：
始

発
は

3
0
分

以
内

、

終
結

は
6
0
分

以
内
 

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比
：

材
齢

7
及

び
2
8
日
で

9
0
％

以
上

 

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

／
年

以
上

及
び

水
質

が
変
わ

っ
た

場
合
 

上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
試

験
に

換

え
、
上

水
道

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

資

料
に

よ
る

確
認

を
行

う
。

 
○

 

 

 

 

 
 

回
収

水
の

場
合

：
J
I
S
 

A
 

5
30
8
付

属
書

C
 

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
p
p
m
以

下
 

セ
メ

ン
ト

の
凝

結
時

間
の
差
：
始

発
は

3
0
分

以
内

、

終
結

は
6
0
分

以
内
 

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比
：

材
齢

7
及

び
2
8
日
で

9
0
％

以
上

 

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

／
年

以
上

及
び

水
質

が
変
わ

っ
た

場
合
 

そ
の

他
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水

以
外

の
水

の
規

定
に

適
合

す
る

も
の

と
す

る
。
 

〇
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種
 

種別
 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

 

 

 

⑬
 

 

練
混

ぜ
水

の
水

質
試

験
 

上
水

道
水

及
び

上
水

道
水

以
外

の
場

合
 

J
I
S
 
A
 

5
3
0
8
付

属
書

J
C
 

懸
濁

物
質

の
量

：
2
ｇ

/
L
以

下
 

溶
解

性
蒸

発
残

留
物

の
量
：

1
g
/ℓ

以
下

 

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
mg
/
L
以

下
 

セ
メ

ン
ト

の
凝

結
時

間
の
差
：
始

発
は

3
0
分

以
内

、

終
結

は
6
0
分

以
内
 

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比
：

材
齢

7
及

び
2
8
日
で

9
0
％

以
上

 

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

以
上

/
1
2

か
月

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場
合

 

上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

場
合

は
試

験
に

換

え
、
上
水

道
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
資

料
に

よ
る
確

認
を

行
う

。
 

○
 

 

 

 

 
 

回
収

水
の

場
合

 

J
I
S
 
A
 

5
3
0
8
付

属
書

J
C
 

塩
化

物
イ

オ
ン

量
：

2
0
0
mg
/
L
以

下
 

セ
メ

ン
ト

の
凝

結
時

間
の
差
：
始

発
は

3
0
分

以
内

、

終
結

は
6
0
分

以
内
 

モ
ル

タ
ル

の
圧

縮
強

度
比
：

材
齢

7
及

び
2
8
日
で

9
0
％

以
上

 

工
事

開
始

前
及

び
工

事
中

１
回

以
上

/
1
2

か
月

及
び

水
質

が
変

わ
っ

た
場
合

 

ス
ラ

ッ
ジ

水
の

濃
度

は
１
回

/
日
 

そ
の

他
の

原
水

は
上

水
道

水
及

び
上

水
道

水

以
外

の
水
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
と
す

る
。
 

〇
 

セメント・コンクリート 

製造（プラント） 

その他（ＪＩＳマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除

く） 

①  

設
計

設
備

の
計

量
精

度
 

 

水
：

±
1
％

以
内

 

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

 

骨
材

：
±

3
％

以
内
 

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場

合
は

±
1
％

以
内

）
 

混
和

剤
：

±
3
％

以
内

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
か

月
以
上

 
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

場
合

、

印
字

記
録

に
よ

り
確

認
を

行
う

。
 

○
 

②

 

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能

試
験

 

バ
ッ

チ
ミ
キ

サ
の

場
合

：
 

J
IS

 
A
 
1
1
1
9
 

J
IS

 
A
 
8
6
0
3
-
1
 

J
IS

 
A
 
8
6
0
3
-
2
 

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ
量

 

・
公

称
容

量
の

場
合
：
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8％

以
下
 

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

 

・
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：
7
.
5
％

以
下

 

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：
1
0
％

以
下

 

・
コ

ン
シ

ス
テ
ン

シ
ー
（

ス
ラ

ン
プ

）
の

偏
差

率
：

1
5
％

以
下

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

以
上

/
12

か
月

 
小

規
模

工
種

＊
で

１
工

種
あ

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
１

工
種

１
回

以
上

の
試

験
、
又

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
場

の
品

質
証

明
書

等
の

み
と

す
る

こ

と
が

で
き

る
。

 

 ＊
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床

版
、

高
欄

等
）
、

擁
壁

工
（

高
さ

1
ｍ

以
上

）
、

函
渠

工
、
樋

門
、
樋

管
、
水

門
、
水

路
（

内
幅

2
.
0
ｍ
以

上
）
、
護

岸
、
ダ

ム
及

び
堰

、
ト

ン
ネ

ル
、
舗

装
、
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
工

種
及

び
特

記
仕

様
書

で
指

定
さ

れ
た

工
種

）
 

○
 

連
続

ミ
キ
サ

の
場

合
：
土

木

学
会

基
準
 

J
SC
E
-
I
 
5
0
2
-
2
0
1
3
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

：
5
％

以

下
 

圧
縮

強
度

差
：

7
.5

％
以

下
 

空
気

量
差

：
1
％

以
下

 

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
ｃ

ｍ
以

下
 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

以
上

/
12

か
月

 

③
 
細

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
 

J
IS
 
A
 
1
1
1
1
 

 

設
計

図
書

に
よ

る
 

2
回
/
日

以
上

 
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
以

外
の

場
合

に
適

用
す

る
。
 

○
 

④
 
粗

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
 

J
IS
 
A
 
1
1
2
5
 

 

設
計

図
書

に
よ

る
 

1
回
/
日

以
上

 
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
以

外
の

場
合

に
適

用
す

る
。
 

○
 

工種 

種別
 

試
験

区
分

 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
試

験
基

準
 

摘
要

 
※

 

セメント・コンクリート 

製造（プラント） 

その他（ＪＩＳマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く） 

①  

設
計

設
備

の
計

量
精

度
 

 

水
：

±
1
％

以
内

 

セ
メ

ン
ト

：
±

1
％

以
内

 

骨
材

：
±

3
％

以
内
 

混
和

材
：

±
2
％

以
内

（
高

炉
ス

ラ
グ

微
粉

末
の

場

合
は

±
1
％

以
内

）
 

混
和

剤
：

±
3
％

以
内

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
6
ヶ

月
以
上

 
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の
場

合
、

印
字

記
録

に
よ

り
確

認
を

行
う

。
 

○
 

②

 

ミ
キ

サ
の

練
混

ぜ
性

能

試
験

 

バ
ッ

チ
ミ

キ
サ

の
場

合
：

 

J
I
S
 
A
 
1
1
1
9
 

J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
1
 

J
I
S
 
A
 
8
6
0
3
-
2
 

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
練

混
ぜ

量
 

・
公

称
容

量
の

場
合
：
コ
ン

ク
リ
ー

ト
内

の
モ

ル
タ

ル
量

の
偏

差
率

：
0
.
8
％

以
下

 

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

の
粗

骨
材

量
の

偏
差

率
：

5
％

以
下

 

・
圧

縮
強

度
の

偏
差

率
：

7.
5
％

以
下

 

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
内

空
気

量
の

偏
差

率
：
1
0
％

以
下

 

・
コ

ン
シ

ス
テ

ン
シ

ー
（

ス
ラ

ン
プ

）
の

偏
差

率
：

1
5
％

以
下

 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
年

以
上

 
小

規
模

工
種

＊
で

１
工

種
あ

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
１

工
種

１
回

以
上

の
試

験
、
ま

た
は

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ＊
小

規
模

工
種

と
は

、
以

下
の

工
種

を
除

く
工

種
と

す
る

。
（

橋
台

、
橋

脚
、

杭
類

（
場

所
打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床

版
、

高
欄

等
）
、

擁
壁

工
（

高
さ

1
ｍ

以
上

）
、

函
渠

工
、
樋

門
、
樋

管
、
水

門
、
水

路
（

内
幅

2
.
0
ｍ

以
上

）
、
護

岸
、
ダ

ム
及

び
堰
、
ト

ン
ネ

ル
、
舗

装
、
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
工

種
及

び
特

記
仕

様
書

で
指

定
さ

れ
た

工
種

）
 

○
 

連
続

ミ
キ

サ
の

場
合
：
土

木

学
会

基
準

 

J
S
C
E
-
I
 
5
0
2
-
2
0
1
3
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

モ
ル

タ
ル

単
位

容
積

質
量

差
：

0
.
8
％

以
下

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

中
の

単
位

粗
骨

材
量

の
差

：
5
％

以

下
 

圧
縮

強
度

差
：

7
.
5
％

以
下
 

空
気

量
差

：
1
％

以
下

 

ス
ラ

ン
プ

差
：

3
ｃ

ｍ
以

下
 

 

工
事

開
始

前
、

工
事

中
1
回

/
年

以
上

 

③
 
細

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
 

 

J
I
S
 
A
 
1
1
1
1
 

 

設
計

図
書

に
よ

る
 

2
回

/
日
以

上
 

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の

場
合

に
適

用
す

る
。

 
○

 

④
 
粗

骨
材

の
表

面
水

率
試

験
 

J
I
S
 
A
 
1
1
2
5
 

 

設
計

図
書

に
よ

る
 

1
回

/
日
以

上
 

レ
デ

ィ
ー

ミ
ク

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

以
外

の

場
合

に
適

用
す

る
。

 
○
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目
 

試
験

方
法

 
規

格
値

 
 

 
試

験
基

準
 

摘
要

 
※

 

セメント・コンクリート 

施工 

 必須
 

①
 
塩

化
物

総
量

規
制
 

「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性
向

上
」

仕
様

書
 

原
則

0
.
3
k
g
／

ｍ
３

以
下
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
打

設
が

午
前

と
午

後
に

ま
た

が
る

場
合

は
、

午
前

に
１

回
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
前

に
行

い
、

そ
の

試
験

結
果

が
塩

化
物

総
量

の
規

制
値

の
１

／
２

以
下

の
場

合
は

、
午

後
の

試
験

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
３

回
と

す
る

）
試

験
の

判
定

は
３

回
の

測
定

値
の

平
均

値
。

 

小
規

模
工

種
で

１
工

種
あ

た
り

の
総

使
用

量

が
5
0
m
3
未

満
の

場
合

は
１

工
種

１
回

以
上

の

試
験

、
又

は
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

場
の

品
質

証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と

が
で

き
る

。
1
工

種
当

た
り

の
総

使
用

量
が

5
0

㎥
以

上
の

場
合

は
、
5
0
㎥

ご
と

に
1
回

の
試

験

を
行

う
。

 

骨
材

に
海

砂
を

使
用

す
る

場
合

は
、
「

海
砂

の

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
5
0
2
-
2
0
2
3
，
5
0
3-
2
0
2
3
）
又

は
設

計

図
書

の
規

定
に

よ
り

行
う

。
 

用
心

鉄
筋

等
を

有
さ

な
い

無
筋

構
造

物
の

場

合
は

省
略

で
き

る
。
 

 

 

 

 

 

②
 
単

位
水

量
測

定
 

｢
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン

ク
リ

ー
ト

単
位

水
量

測
定

要
領

（
案

）
(
平

成
1
6
年

3
 

月
8
日

事
務

連
絡

)
｣ 

1
）
測

定
し

た
単
位

水
量

が
、
配

合
設

計
±

1
5
ｋ

ｇ
/

㎥
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

そ
の

ま
ま

施
工

し
て

よ

い
。

 

2
）

測
定

し
た

単
位

水
量

が
、

配
合
設

計
±

1
5
を

超

え
±

2
0
k
g
/
㎥

の
範

囲
に

あ
る

場
合

は
、

水
量

変
動

の
原

因
を

調
査

し
、
生

コ
ン

製
造

者
に

改
善

を
指

示

し
、
そ
の

運
搬

車
の

生
コ

ン
は

打
設

す
る

。
そ

の
後

、

配
合

設
計

±
1
5k
g
/
㎥

以
内

で
安

定
す

る
ま

で
、

運

搬
車

の
3
台

ご
と

に
1
回

、
単

位
水

量
の

測
定

を
行

う
。

 

3
）
配

合
設

計
±

20
k
g
/
㎥
の

指
示

値
を
超

え
る

場
合

は
、
生

コ
ン

を
打

込
ま
ず

に
持
ち

帰
ら

せ
、
水

量
変

動
の

原
因

を
調

査
し

、
生
コ

ン
製

造
業

者
に

改
善

の

指
示

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
そ

の
後

の
全

運
搬

車
の

測
定

を
行

い
、

配
合

設
計

±
20
k
g
/
㎥

以
内

と

な
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
更

に
、
配

合
設
計

±
1
5
k
g
/

㎥
以

内
に

安
定

す
る

ま
で

、
運

搬
車

の
3
台

ご
と

に

1
回
、

単
位

水
量

の
測

定
を

行
う

。
 

な
お

、
管

理
値
は

た
は

指
示

値
を

超
え

る
場

合
は

1

回
限

り
試

験
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
再

試
験

を
実

施
し

た
い

場
合

は
2
回

の
測

定
結

果
の

う
ち
、

配
合

設
計

と
の

差
の

絶
対

値
の

小
さ

い
方

で
評

価

し
て

よ
い

。
 

1
0
0
㎥

/
日

以
上

の
場

合
：
2
回

/
日
（

午
前

1
回
、

午
後

1
回
）

以
上

、
重

要
構

造
物

の
場
合

は
重

要
度

に
応

じ
て

1
0
0
～

1
5
0
㎥
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

と
き

と
し

、
測

定
回

数
は

多
い

方
を

採
用

す
る

。
 

示
方

配
合

の
単

位
水

量
の

上
限

値
は

、
粗

骨
材

の
最

大
寸

法
が

2
0
m
m
～

5
m
m

の
場

合
は

1
7
5
k
g
/
㎥

、
4
0
m
m
の

場
合
は

1
6
5
k
g
/
㎥

を
基

本
と

す
る

。
 

   

 

 工
種

 
種別

 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

セメント・コンクリート 

施工 

 必須
 

①
 
塩

化
物

総
量

規
制

 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

耐
久

性

向
上
 

原
則

0
.
3
k
g
／

ｍ
３

以
下

 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
午

前
と

午
後

に
ま

た

が
る

場
合

は
、

午
前

に
１

回
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
前

に
行

い
、

そ
の

試
験

結
果

が
塩

化
物

総
量

の
規

制
値

の
１

／
２

以
下

の
場

合
は

、
午

後
の

試
験

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

１
試

験
の

測
定

回
数

は
３

回
と

す
る

）
試

験
の

判
定

は
３

回
の

測
定

値
の

平
均

値
。

 

小
規

模
工

種
で

１
工

種
あ

た
り

の
総

使
用

量

が
5
0
m
3
未
満

の
場
合

は
１
工

種
１
回

以
上

の

試
験

、
ま

た
は

レ
デ
ィ

ー
ミ
ク

ス
ト
コ

ン
ク

リ

ー
ト

工
場

の
品

質
証

明
書

等
の

み
と

す
る

こ

と
が

で
き

る
。

1
工
種

当
た
り

の
総
使

用
量

が

5
0
㎥

以
上

の
場

合
は

、
5
0
㎥

ご
と

に
1
回

の

試
験

を
行

う
。

 

骨
材

に
海

砂
を

使
用

す
る

場
合

は
、
「

海
砂

の

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

率
試

験
方

法
」

（
J
S
C
E
-
C
5
0
2
，
5
03

）
ま

た
は

設
計
図

書
の

規

定
に

よ
り

行
う

。
 

用
心

鉄
筋

等
を

有
さ

な
い

無
筋

構
造

物
の

場

合
は

省
略

で
き

る
。

 

 

 

 

 

 

②
 
単

位
水

量
測

定
 

｢
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン

ク
リ

ー
ト

単
位

水
量

測
定

要
領

（
案

）
(
平

成
1
6
年

3
 

月
8
日

事
務

連
絡

)
｣ 

1
）
測
定

し
た
単

位
水
量

が
、
配

合
設

計
±

1
5
ｋ

ｇ
/

㎥
の

範
囲

に
あ

る
場

合
は

そ
の

ま
ま

施
工

し
て

よ

い
。
 

2
）
測

定
し

た
単

位
水

量
が

、
配

合
設
計

±
15

を
超

え
±

2
0
ｋ

ｇ
/
㎥

の
範

囲
に

あ
る

場
合

は
、

水
量

変

動
の

原
因

を
調

査
し

、
生
コ

ン
製
造

者
に

改
善

を
指

示
し

、
そ

の
運

搬
車

の
生

コ
ン

は
打

設
す

る
。
そ
の

後
、

配
合

設
計

±
15

ｋ
ｇ

/
㎥

以
内

で
安

定
す

る
ま

で
、
運

搬
車

の
3
台

ご
と

に
1
回

、
単

位
水

量
の
測

定
を

行
う

。
 

3
）
配

合
設

計
±

2
0
ｋ

ｇ
/
㎥

の
指
示

値
を

超
え

る
場

合
は

、
生

コ
ン

を
打

込
ま

ず
に

持
ち

帰
ら

せ
、
水
量

変
動

の
原

因
を

調
査

し
、
生

コ
ン
製

造
業

者
に

改
善

の
指

示
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
そ

の
後

の
全
運

搬
車

の
測

定
を

行
い

、
配

合
設

計
±

2
0
ｋ

ｇ
/
㎥

以

内
と

な
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
更

に
、
配

合
設

計
±

1
5
ｋ

ｇ
/
㎥

以
内

に
安

定
す

る
ま

で
、

運
搬

車
の

3

台
ご

と
に

1
回

、
単

位
水

量
の

測
定

を
行

う
。

 

な
お

、
管

理
値

は
た

は
指

示
値

を
超

え
る

場
合

は
1

回
限

り
試

験
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
再

試
験

を
実

施
し

た
い

場
合

は
2
回

の
測

定
結

果
の

う
ち

、

配
合

設
計

と
の

差
の

絶
対

値
の

小
さ

い
方

で
評

価

し
て

よ
い

。
 

1
0
0
㎥

/
日

以
上

の
場

合
：
2
回

/
日
（

午
前

1
回

、

午
後

1
回

）
以

上
、

重
要

構
造

物
の

場
合

は
重

要
度

に
応

じ
て

10
0
～

1
50

㎥
ご

と
に

1
回

、
及

び
荷

卸
し

時
に

品
質

変
化

が
認

め
ら

れ
た

と
き

と
し

、
測

定
回

数
は

多
い

方
を

採
用

す
る

。
 

示
方

配
合

の
単

位
水

量
の

上
限

値
は

、
粗

骨
材

の
最

大
寸

法
が

2
0
m
m
～

5
m
m
の
場

合
は

1
75

ｋ

ｇ
/
㎥

、
4
0
mm

の
場

合
は

1
65

ｋ
ｇ

/
㎥

を
基

本

と
す

る
。
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種

 
種別
 

試
験

区
分
 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法
 

規
格

値
 
 
 

試
験

基
準
 

摘
要
 

※
 

 セメント・コンクリート 

施工 

必須 

③
 
ス

ラ
ン

プ
試
験
 

J
IS

 
A
 
11

01 
ス
ラ

ン
プ

5
cm

以
上

8
cm

未
満

：
許

容
差

±
1.5

cm
 

ス
ラ

ン
プ

8
cm

以
上

1
8
cm

以
下
：
許
容
差

±
2
.5

cm
 

ス
ラ

ン
プ

2
.5

cm
：
許

容
値
±

1
.
0
cm 

荷
卸

し
時
 

１
回

/
日

又
は

構
造

物
の

重
要

度
と

工
事

の
規

模
に

応
じ
て

2
0～

150
m
3ご

と
に

1
回
、
及

び
荷

卸
し

時
に
品

質
変
化

が
認
め

ら
れ
た

時
。
 

小
規

模
工

種
で

１
工
種

あ
た

り
の

総
使

用
量

が
50

ｍ
3
未
満

の
場
合

は
１
工

種
１

回
以
上

の

試
験
、
又
は
レ

デ
ィ
ー

ミ
ク
ス

ト
コ

ン
ク
リ

ー

ト
工

場
の

品
質

証
明
書

等
の

み
と

す
る

こ
と

が
で
き

る
。
1
工

種
当
た

り
の
総

使
用
量

が
5
0

ｍ
3
以
上

の
場
合

は
、
50

ｍ
3
ご

と
に

1
回

の

試
験
を

行
う
。
 

 ※
小
規

模
工
種

と
は
、
以

下
の

工
種

を
除
く

工

種
と

る
す
。
（

橋
台
、

橋
脚

、
杭

類
（

場
所

打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床

版
、
高

欄
等
）、

擁
壁
工

（
高
さ

1
ｍ

以
上

）
、

凾
渠
工

、
樋

門
、
樋

管
、
水

門
、
水
路
（
内

幅

2
.0

ｍ
以

上
）、

護
岸
、
ダ
ム

及
び

堰
、
ト
ン

ネ

ル
、
舗
装

、
そ

の
他
こ

れ
ら
に

類
す

る
工
種

及

び
特
記

仕
様
書

で
指
定

さ
れ
た

工
種
）
 

 

 

 
④

 
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
圧

縮
強

度
試
験
 

J
IS

 
A
 
11

08 
１

回
の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
85

％

以
上

で
あ
る

こ
と
。
 

３
回

の
試
験

結
果
の

平
均
値

は
、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で
あ

る
こ
と

。
 

（
1
回

の
試

験
結
果

は
、
3
個

の
供

試
体

の
試

験
値

の
平

均
値
）
 

 

荷
卸

し
時

又
は

、
工

場
出

荷
時

に
運

搬
車

か
ら

摂
取

し
た
試

料
 

１
回

/
日

又
は

構
造

物
の

重
要

度
と

工
事

の
規

模
に

応
じ
て

2
0～

150
m
3ご

と
に

１
回
。
 

な
お

、
テ
ス

ト
ピ
ー

ス
の
採

取
は
、
1
回

に
つ
き

6
個
（
σ
7
･･･3

本
、
σ

28･
･･3

本
）
と

す
る
。
 

早
強

セ
メ

ン
ト

を
使

用
す

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

3
個

（
σ

3）
を

追
加
で

採
取
す

る
。
 

 

 
 

 
⑤

 
空

気
量

測
定
 

J
IS

 
A
 
11

16 

J
IS

 
A
 
11

18 

J
IS

 
A
 
11

28 

±
1.

5％
（

許
容
差

）
 

荷
卸

し
時
 

1
回
/日

又
は
構

造
物
の

重
要
度

と
工
事

の
規
模

に
応

じ
て

20～
15

0m
3ご

と
に

１
回
、
及

び
荷
卸

し
時

に
品
質

変
化
が

認
め
ら

れ
た
時

。
 

 

 

 

その他 

①
 
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
曲

げ
強

度
試
験
 

J
IS

 
A
 
11

06 
１

回
の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
85

％

以
上

で
あ
る

こ
と
。
 

３
回

の
試
験

結
果
の

平
均
値

は
、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で
あ

る
こ
と

。
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

の
場

合
に

適
用

し
、

打
設

日
１

日
に
つ

き
2
回
（

午
前
･
午

後
）
の

割
り
で

行
う

。
な

お
、

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
打

設
場

所
で

採
取

し
、1

回
に

つ
き
原

則
と
し

て
3
個
と

す
る
。
 

 
 

 

 

 

②
 
コ

ア
に

よ
る
強

度
試
験
 

  

J
IS

 
A
 
11

07 
設
計

図
書
に

よ
る
。
 

 

品
質

に
異
常

が
認
め

ら
れ
た

場
合
に

行
う
。
 

 
 

 

 

 

③
 
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
洗

い
分

析
試
験
 

 

J
IS

 
A
 
11

12 
 

 
 

 

 工
種

 
種別
 

試
験

区
分
 

 
試

験
項

目
 

試
験

方
法
 

規
格

値
 
 
 

試
験

基
準
 

摘
要
 

※
 

 セメント・コンクリート 

施工 

必須 

③
 
ス

ラ
ン

プ
試
験
 

J
IS

 
A
 
11

01 
ス
ラ

ン
プ

5
cm

以
上

8
cm

未
満

：
許

容
差

±
1.5

cm
 

ス
ラ

ン
プ

8
cm

以
上

1
8
cm

以
下
：
許
容
差

±
2
.5

cm
 

ス
ラ

ン
プ

2
.5

cm
：
許

容
値
±

1
.
0
cm 

荷
卸

し
時
 

１
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応
じ

て
20

～
1
5
0m

3ご
と
に

1
回
、
及
び

荷
卸

し
時
に

品
質
変

化
が
認

め
ら
れ

た
時
。
 

小
規

模
工

種
で

１
工
種

あ
た

り
の

総
使

用
量

が
50

ｍ
3
未
満

の
場
合

は
１
工

種
１

回
以
上

の

試
験
、
ま

た
は

レ
デ
ィ

ー
ミ
ク

ス
ト

コ
ン
ク

リ

ー
ト

工
場

の
品

質
証
明

書
等

の
み

と
す

る
こ

と
が
で

き
る
。
1
工

種
当

た
り
の

総
使

用
量

が

5
0ｍ

3
以

上
の
場

合
は
、

50ｍ
3
ご

と
に

1
回

の
試
験

を
行
う

。
 

※
小
規

模
工
種

と
は
、
以

下
の

工
種

を
除
く

工

種
と

る
す
。
（

橋
台
、

橋
脚

、
杭

類
（

場
所

打

杭
、

井
筒

基
礎

等
）
、

橋
梁

上
部

工
（

桁
、

床

版
、
高

欄
等
）、

擁
壁
工

（
高
さ

1
ｍ

以
上

）
、

凾
渠
工

、
樋

門
、
樋

管
、
水

門
、
水
路
（
内

幅

2
.0

ｍ
以

上
）、

護
岸
、
ダ
ム

及
び

堰
、
ト
ン

ネ

ル
、
舗
装

、
そ

の
他
こ

れ
ら
に

類
す

る
工
種

及

び
特
記

仕
様
書

で
指
定

さ
れ
た

工
種
）
 

 

 

 
④

 
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
圧

縮
強

度
試
験
 

J
IS

 
A
 
11

08 
１

回
の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
85

％

以
上

で
あ
る

こ
と
。
 

３
回

の
試
験

結
果
の

平
均
値

は
、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で
あ

る
こ
と

。
 

（
1
回

の
試

験
結
果

は
、
3
個

の
供

試
体

の
試

験
値

の
平

均
値
）
 

 

荷
卸

し
時
 

１
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応
じ

て
20

～
1
5
0m

3ご
と

に
１

回
。
 

な
お

、
テ

ス
ト
ピ

ー
ス
は

打
設
場

所
で
採

取
し
、

1
回

に
つ
き

6
個
（

σ
7･

･･3
本

、
σ

28･
･･3

本
）

と
す

る
。
 

早
強

セ
メ

ン
ト

を
使

用
す

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

3
個

（
σ

3）
を

追
加
で

採
取
す

る
。
 

 

 
 

 
⑤

 
空

気
量

測
定
 

J
IS

 
A
 
11

16 

J
IS

 
A
 
11

18 

J
IS

 
A
 
11

28 

±
1.

5％
（

許
容
差

）
 

荷
卸

し
時
 

1
回

／
日

ま
た

は
構

造
物

の
重

要
度

と
工

事
の

規
模

に
応
じ

て
20

～
1
5
0m

3ご
と

に
１

回
、
及
び

荷
卸

し
時
に

品
質
変

化
が
認

め
ら
れ

た
時
。
 

 

 

 

その他 

①
 
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
曲

げ
強

度
試
験
 

J
IS

 
A
 
11

06 
１

回
の
試

験
結

果
は

指
定

し
た

呼
び

強
度

の
85

％

以
上

で
あ
る

こ
と
。
 

３
回

の
試
験

結
果
の

平
均
値

は
、
指

定
し

た
呼

び
強

度
以

上
で
あ

る
こ
と

。
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

の
場

合
に

適
用

し
、

打
設

日
１

日
に
つ

き
2
回
（

午
前
･
午

後
）
の

割
り
で

行
う

。
な

お
、

テ
ス

ト
ピ

ー
ス

は
打

設
場

所
で

採
取

し
、1

回
に

つ
き
原

則
と
し

て
3
個
と

す
る
。
 

 
 

 

 

 

②
 
コ

ア
に

よ
る
強

度
試
験
 

  

J
IS

 
A
 
11

07 
設
計

図
書
に

よ
る
。
 

 

品
質

に
異
常

が
認
め

ら
れ
た

場
合
に

行
う
。
 

 
 

 

 

 

③
 
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
洗

い
分

析
試
験
 

 

J
IS

 
A
 
11

12 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

工
種
 

種別
 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

セメント・コンクリート 

施工後試験 

必須 

①
 
ひ

び
割

れ
調

査
 

ス
ケ

ー
ル

に
よ

る
測
定

 
0
.
2
m
m
 

本
数

 

総
延

長
 

最
大

ひ
び

割
れ

幅
等

 

高
さ

が
5
m
以

上
の
鉄

筋
コ
ン

ク
リ

ー
ト

擁
壁

内
空

断
面
積

が
2
5
㎡

以
上
の

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

カ
ル
バ

ー
ト
類

、
橋
梁

上
・
下

部
工

及
び

高
さ

が
3
ｍ
以

上
の
堰
・
水

門
・
樋

門
を

対
象

。

（
た

だ
し

い
づ

れ
の

工
種

に
つ

い
て

も
プ

レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

及
び

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン

ク
リ

ー
ト

は
対

象
と

し
な

い
。
）

と
し

構
造

物

躯
体

の
地

盤
や

他
の

構
造

物
と

の
接

触
面

を

除
く

全
表
面

と
す
る

。
 

フ
ー

チ
ン
グ

、
底
版

等
で
竣

工
時
に

地
中
、
水

中
に

あ
る

部
位

に
つ

い
て

は
竣

工
前

に
調

査

す
る

。
 

 

 

 

 

②
 
テ

ス
ト

ハ
ン

マ
ー

に
よ
る

強
度

推
定
調

査
 

J
S
C
E
-
G
 

5
0
4
-
2
0
1
3
 

設
計

基
準

強
度

 
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
擁

壁
及

び
カ

ル
バ

ー
ト

類

に
つ

い
て

は
目

地
間

、
そ

の
他

の
構

造
物

に
つ

い
て

は
強

度
が

同
じ

ブ
ロ

ッ
ク

を
１

構
造

物
の

単
位

と
し

、
各

単
位

に
つ

き
３

か
所

の
調

査
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

調
査

の
結

果
、

平
均

値
が

設
計

基
準

強
度

を
下

回
っ

た
場

合
と

、
１

回
の

試
験

結
果

が
設

計
基
準

強
度
の

8
5
％

以
下

と
な

っ
た

場
合

は
、

そ
の

箇
所

の
周

辺
に

お
い

て
、

再
調

査
を

5
か

所
実
施

。
 

材
齢

2
8
～

9
1
日

の
間
に

試
験
を

行
う
。

 

高
さ

が
５

m
以

上
の

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

擁

壁
、

内
空
断

面
積

が
2
5
㎡
以

上
の
鉄

筋
コ

ン

ク
リ

ー
ト
カ

ル
バ
ー

ト
類
、
橋

梁
上
・
下

部
工

及
び

高
さ
が

3
ｍ

以
上

の
堰
・

水
門

・
樋

門
を

対
象

。
（

た
だ

し
い

づ
れ

の
工

種
に

つ
い

て
も

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

及
び

プ
レ

ス
ト

レ
ス

と

コ
ン

ク
リ
ー

ト
は
対

象
と
し

な
い
。
）

 

ま
た

、
再
調

査
の
平

均
強
度

が
、
所

定
の

強
度

が
得

ら
れ
な

い
場
合

、
も

し
く

は
１

か
所

の
強

度
が

設
計
強

度
の

85
％

を
下

回
っ

た
場
合

は
、

コ
ア

に
よ
る

強
度
試

験
を
行

う
。

 

工
期

等
に
よ

り
、
基
準

期
間
内

に
調

査
を

行
え

な
い

場
合
は

監
督
員

と
協
議

す
る
。

 

 

 

 

その他 

①
 
コ

ア
に

よ
る
強

度
試
験

 
J
I
S
 
A
 

1
1
0
7
 

設
計

基
準

強
度

 
所

定
の

強
度

を
得

ら
れ

な
い

箇
所

付
近

に
お

い

て
、

原
位

置
の

コ
ア
を

採
取
。

 

 

コ
ア

採
取
位

置
、
供
試

体
の
抜

き
取

り
寸

法
等

の
決

定
に
際

し
て
は

、
設

置
さ

れ
た

鉄
筋

を
損

傷
さ

せ
な
い

よ
う
十

分
な
検

討
を
行

う
。

 

圧
縮

強
度

試
験

の
平

均
強

度
が

所
定

の
強

度

を
得

ら
れ
な

い
場
合

、
も

し
く

は
１

か
所

の
強

度
が

設
計
強

度
の

85
％

を
下

回
っ

た
場
合

は
、

監
督

員
と
協

議
す
る

。
 

 

 

 

 

②
 
配

筋
状

態
及
び

か
ぶ
り

 
「

非
破

壊
試

験
に

よ
る

コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

中
の

配
筋

状
態

及
び

か
ぶ

り
に

よ
る

測
定

要
領

」
に
よ

る
 

同
左
 

同
左

 
同

左
 

 

 

 

 

 

③
 
強

度
測

定
 

「
微

破
壊
・
非
破

壊
試
験

に

よ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

強
度

測
定

要
領
」
に

よ

る
 

同
左
 

同
左

 
同

左
 

 

 

 工
種
 

種別
 

試
験

区
分

 
 

試
験

項
目

 
試

験
方

法
 

規
格

値
 

 
 

試
験

基
準

 
摘

要
 

※
 

セメント・コンクリート 

施工後試験 

必須 

①
 
ひ

び
割

れ
調

査
 

ス
ケ

ー
ル

に
よ

る
測
定

 
0
.
2
m
m
 

本
数

 

総
延

長
 

最
大

ひ
び

割
れ

幅
等

 

高
さ

が
5
m
以

上
の
鉄

筋
コ
ン

ク
リ

ー
ト

擁
壁

内
空

断
面
積

が
2
5
㎡

以
上
の

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

カ
ル
バ

ー
ト
類

、
橋
梁

上
・
下

部
工

及
び

高
さ

が
3
ｍ
以

上
の
堰
・
水

門
・
樋

門
を

対
象

。

（
た

だ
し

い
づ

れ
の

工
種

に
つ

い
て

も
プ

レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

及
び

プ
レ

ス
ト

レ
ス

と
コ

ン

ク
リ

ー
ト

は
対

象
と

し
な

い
。
）

と
し

構
造

物

躯
体

の
地

盤
や

他
の

構
造

物
と

の
接

触
面

を

除
く

全
表
面

と
す
る

。
 

フ
ー

チ
ン
グ

、
底
版

等
で
竣

工
時
に

地
中
、
水

中
に

あ
る

部
位

に
つ

い
て

は
竣

工
前

に
調

査

す
る

。
 

 

 

 

 

②
 
テ

ス
ト

ハ
ン

マ
ー

に
よ
る

強
度

推
定
調

査
 

J
S
C
E
-
G
 

5
0
4
-
2
0
1
3
 

設
計

基
準

強
度

 
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
擁

壁
及

び
カ

ル
バ

ー
ト

類

で
行

う
。

そ
の

他
の

構
造

物
に

つ
い

て
は

強
度

が
同

じ
ブ

ロ
ッ

ク
を

１
構

造
物

の
単

位
と

し
、

各
単

位
に

つ
き

３
ヵ
所

の
調
査

を
実

施
。
ま

た
、

調
査

の
結

果
、

平
均

値
が

設
計

基
準

強
度

を
下

回
っ

た
場

合
と

、
１

回
の

試
験

結
果

が
設

計
基

準
強

度
の

8
5
％

以
下

と
な
っ

た
場

合
は

、
そ

の

箇
所

の
周

辺
に

お
い
て

、
再
調

査
を

5
ヵ

所
実

施
。

 

材
齢

2
8
～

9
1
日

の
間
に

試
験
を

行
う
。

 

高
さ

が
５

m
以

上
の

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

擁

壁
、

内
空
断

面
積

が
2
5
㎡
以

上
の
鉄

筋
コ

ン

ク
リ

ー
ト
カ

ル
バ
ー

ト
類
、
橋

梁
上
・
下

部
工

及
び

高
さ
が

3
ｍ

以
上

の
堰
・

水
門

・
樋

門
を

対
象

。
（

た
だ

し
い

づ
れ

の
工

種
に

つ
い

て
も

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

及
び

プ
レ

ス
ト

レ
ス

と

コ
ン

ク
リ
ー

ト
は
対

象
と
し

な
い
。
）

 

ま
た

、
再
調

査
の
平

均
強
度

が
、
所

定
の

強
度

が
得

ら
れ
な

い
場
合

、
も

し
く

は
１

ヵ
所

の
強

度
が

設
計
強

度
の

85
％

を
下

回
っ

た
場
合

は
、

コ
ア

に
よ
る

強
度
試

験
を
行

う
。

 

工
期

等
に
よ

り
、
基
準

期
間
内

に
調

査
を

行
え

な
い

場
合
は

監
督
員

と
協
議

す
る
。

 

 

 

 

その他 

①
 
コ

ア
に

よ
る
強

度
試
験

 
J
I
S
 
A
 

1
1
0
7
 

設
計

基
準

強
度

 
所

定
の

強
度

を
得

ら
れ

な
い

箇
所

付
近

に
お

い

て
、

原
位

置
の

コ
ア
を

採
取
。

 

 

コ
ア

採
取
位

置
、
供
試

体
の
抜

き
取

り
寸

法
等

の
決

定
に
際

し
て
は

、
設

置
さ

れ
た

鉄
筋

を
損

傷
さ

せ
な
い

よ
う
十

分
な
検

討
を
行

う
。

 

圧
縮

強
度

試
験

の
平

均
強

度
が

所
定

の
強

度

を
得

ら
れ
な

い
場
合

、
も

し
く

は
１

ヵ
所

の
強

度
が

設
計
強

度
の

85
％

を
下

回
っ

た
場
合

は
、

監
督

員
と
協

議
す
る

。
 

 

 

 

 

②
 
配

筋
状

態
及
び

か
ぶ
り

 
「

非
破

壊
試

験
に

よ
る

コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

中
の

配
筋

状
態

及
び

か
ぶ

り
に

よ
る

測
定

要
領

」
に
よ

る
 

同
左
 

同
左

 
同

左
 

 

 

 

 

 

③
 
強

度
測

定
 

「
微

破
壊
・
非
破

壊
試
験

に

よ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

強
度

測
定

要
領
」
に

よ

る
 

同
左
 

同
左

 
同

左
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記載内容の修

正及び 

測定箇所の改

定 

 

 

表１－６  出来形管理基準及び規格値 

 

 

 

表１－６  出来形管理基準及び規格値  

 

 
 

 

工
種 

測
定

項
目
 

 
 

規
格

値
 

測
定

基
準
 

測
定
箇

所
 

摘
要
 

中
規

模
以
上
 

小
規
模

以
下
 

ア
ス

フ
ァ
ル

ト
舗
装

工
 

（
表

層
工
）
 

厚
さ
 

－
7
 

－
9
 

 幅
は

、
延
長

4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は

、

延
長

4
0
ｍ

ご
と
に

1
箇

所
の
割

で
下

が
り

寸
法

管
理

と

し
、

施
工
中

央
部
及
び

端
部

で
測
定

。
 

3
m
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
(
σ

)
2
.
4
㎜

以
下
 

直
読

式
(
足

付
き

)
 

(
σ
)
1
.
7
5
㎜

以
下
 

工
事
規

模
の

考
え
方
 

中
規
模

以
上

の
工
事

と
は
、
管

理
図
等
を

描
い

た
上

で

の
管
理

が
可

能
な
工

事
を
い

い
、
舗
装
施

工
面

積
が

1
0
,
0
0
0
 
㎡

以
上

あ
る
い

は
使
用

す
る
基

層
及

び
表

層

用
混
合

物
の

総
使
用

量
が
、

3
,
0
0
0
t
 
以

上
の

場
合

が

該
当
す

る
。
 

 小
規
模

工
事

と
は
、
中

規
模

以
上
の
工
事

よ
り

規
模

は

小
さ
い

も
の

の
、
管

理
結
果

を
施
工
管
理

に
反

映
で

き

る
規
模

の
工

事
を
い

い
、
同

一
工
種
の
施

工
が

数
日

連

続
す
る

場
合

で
、
次

の
い
ず

れ
か
に
該
当

す
る

も
の

を

い
う
。

 

①
施
工

面
積

で
2
,
0
0
0
 
㎡
以

上
、
1
0
,
0
0
0
 
㎡
未

満
 

②
使
用

す
る

基
層
及

び
表
層

用
混
合
物
の

総
使

用
量

が
5
0
0
t
 
以

上
3
,
0
0
0
t
 
未
満
 

 平
坦
性

の
項

目
に
つ

い
て
は

、
以
下

の
い

ず
れ

か
の

場

合
は
、

協
議

に
よ
り

省
略
す

る
こ
と
が
出

来
る

。
 

①
「

国
道

、
県
道

、
市

町
村
の

主
要
な
道

路
」
以

外
の

道
路
 

②
表

層
の

厚
さ

及
び

材
質

が
同

一
で

あ
る

連
続

し
た

区
間
に

お
い

て
延
長

が
1
0
0
m
未

満
の
施

工
 

③
１
車

線
に

満
た
な

い
幅
員

の
施

工
 

 

 

幅
 

－
2
5
 

－
2
5
 

平
坦

性
 

3
m
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
(
σ
)
2
.
4
㎜

以
下
 

直
読

式
(
足
付
き

)
 

(
σ
)
1
.
7
5
㎜

以
下
 

 
 

 

透
水

性
舗
装

工
 

（
路

盤
工
）
 

基
準

高
 
▽
 

±
5
0
 

基
準

高
は
片

側
延
長
4
0
m
ご

と
に

１
箇
所

の
割
で
測

定

す
る

。
 

厚
さ

は
、
延

長
4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の
割

で
下
が
り

寸

法
管

理
と
し

、
原
則
両

端
部

で
測
定

す
る

。
 

 ※
歩

道
舗
装

に
適
用
す

る
 

工
事
規

模
の

考
え
方
 

中
規
模

以
上

の
工
事

と
は
、
管

理
図
等
を

描
い

た
上

で

の
管
理

が
可

能
な
工

事
を
い

い
、
基
層
及

び
表

層
用

混

合
物
の

総
使

用
量
が

、
3
,
0
0
0
t
 
以
上
の

場
合

が
該

当

す
る
。

 

 小
規
模

工
事

と
は
、
中

規
模

以
上
の
工
事

よ
り

規
模

は

小
さ
い

も
の

の
、
管

理
結
果

を
施
工
管
理

に
反

映
で

き

る
規
模

の
工

事
を
い

い
、
同

一
工
種
の
施

工
が

数
日

連

続
す
る

場
合

が
該
当

す
る
。
 

 

厚
さ
 

ｔ
＜

1
5
ｃ
ｍ
 

-
3
0
 

ｔ
≧

1
5
ｃ
ｍ
 

-
4
5
 

幅
 

-
1
0
0
 

透
水

性
舗
装

工
 

（
表

層
工
）
 

厚
さ
 

-
9
 

厚
さ

は
、
延

長
4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の
割

で
下
が
り

寸

法
管

理
と
し

、
原
則
両

端
部

で
測
定

す
る

。
 

 ※
歩

道
舗
装

に
適
用
す

る
 

 

幅
 

-
2
5
 

単
位

ｍ
ｍ

 

 

工
種 

測
定

項
目
 

 
 

規
格

値
 

測
定

基
準
 

測
定
箇

所
 

摘
要
 

中
規

模
以
上
 

小
規

模
以
下
 

ア
ス

フ
ァ
ル

ト
舗
装

工
 

（
表

層
工
）
 

厚
さ
 

－
7
 

－
9
 

 幅
は

、
延
長

4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の
割
と

し
、
厚

さ
は

、

延
長

4
0
ｍ

ご
と
に

1
箇

所
の
割

で
下

が
り

寸
法

管
理

と

し
、

施
工
中

央
部
及
び

端
部

で
測
定

。
 

3
m
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
(
σ
)
2
.
4
㎜

以
下
 

直
読

式
(
足

付
き

)
 

(
σ
)
1
.
7
5
㎜

以
下
 

 工
事
規

模
の

考
え
方
 

中
規
模

以
上

の
工
事

と
は
、
管

理
図
等
を

描
い

た
上

で

の
管
理

が
可

能
な
工

事
を
い

い
、
舗
装
施

工
面

積
が

1
0
,
0
0
0
 
㎡

以
上

あ
る
い

は
使
用

す
る
基

層
及

び
表

層

用
混
合

物
の

総
使
用

量
が
、

3
,
0
0
0
t
 
以

上
の

場
合

が

該
当
す

る
。
 

 小
規
模

工
事

と
は
、
中

規
模

以
上
の
工
事

よ
り

規
模

は

小
さ
い

も
の

の
、
管

理
結
果

を
施
工
管
理

に
反

映
で

き

る
規
模

の
工

事
を
い

い
、
同

一
工
種
の
施

工
が

数
日

連

続
す
る

場
合

で
、
次

の
い
ず

れ
か
に
該
当

す
る

も
の

を

い
う

。
 

①
施
工

面
積

で
2
,
0
0
0
 
㎡
以

上
、
1
0
,
0
0
0
 
㎡
未

満
 

②
使
用

す
る

基
層
及

び
表
層

用
混
合
物
の

総
使

用
量

が
5
0
0
t
 
以

上
3
,
0
0
0
t
 
未
満
 

 平
坦
性

の
項

目
に
つ

い
て
は

、
表
層
の
厚

さ
及

び
材

質

が
同

一
で

あ
る

区
間

に
お

い
て

連
続

し
た

施
工

延
長

が
1
0
0
m
未

満
又
は

全
面
舗

装
も
し
く
は

１
車

線
を

施

工
し
な

い
場

合
は
、
協

議
に

よ
り
省
略
す

る
こ

と
が

出

来
る
。

 
 

  

幅
 

－
2
5
 

－
2
5
 

平
坦

性
 

3
m
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾀ
ｰ
(
σ
)
2
.
4
㎜

以
下
 

直
読

式
(
足

付
き

)
 

(
σ
)
1
.
7
5
㎜

以
下
 

 
 

 

透
水

性
舗
装

工
 

（
路

盤
工
）
 

基
準

高
 
▽
 

±
5
0
 

基
準

高
は
片

側
延
長
4
0
m
ご

と
に

１
箇
所

の
割
で
測

定

す
る

。
 

厚
さ

は
、
延

長
4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の
割

で
下
が
り

寸

法
管

理
と
し

、
原
則
両

端
部

で
測
定

す
る

。
 

 ※
歩

道
舗
装

に
適
用
す

る
 

工
事
規

模
の

考
え
方
 

中
規
模

以
上

の
工
事

と
は
、
管

理
図
等
を

描
い

た
上

で

の
管
理

が
可

能
な
工

事
を
い

い
、
基
層
及

び
表

層
用

混

合
物
の

総
使

用
量
が

、
3
,
0
0
0
t
 
以
上
の

場
合

が
該

当

す
る
。

 

 小
規
模

工
事

と
は
、
中

規
模

以
上
の
工
事

よ
り

規
模

は

小
さ
い

も
の

の
、
管

理
結
果

を
施
工
管
理

に
反

映
で

き

る
規
模

の
工

事
を
い

い
、
同

一
工
種
の
施

工
が

数
日

連

続
す
る

場
合

が
該
当

す
る
。
 

 

厚
さ
 

ｔ
＜

1
5
ｃ
ｍ
 

-
3
0
 

ｔ
≧

1
5
ｃ
ｍ
 

-
4
5
 

幅
 

-
1
0
0
 

厚
さ

は
、
延

長
4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の
割

で
下
が
り

寸

法
管

理
と
し

、
原
則
両

端
部

で
測
定

す
る

。
 

 ※
歩

道
舗
装

に
適
用
す

る
 

透
水

性
舗
装

工
 

（
表

層
工
）
 

高
さ
 

-
9
 

 

幅
 

-
2
5
 

単
位

ｍ
ｍ
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測定箇所の改

定 

 

 

 

 

 

工
種

 
測

定
項

目
 

 
 

規
格

値
 

測
定

基
準

 
測

定
箇

所
 

摘
要

 

中
規

模
以
上

 
小

規
模

以
下

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
 

（
下

層
路

盤
工

）
 

基
準

高
 

▽
 

±
40 

±
50 

 幅
は

、
延
長

40
ｍ

ご
と

に
1
箇

所
の

割
と

し
、
厚

さ
は

、

延
長

4
0ｍ

ご
と
に

1
箇

所
の

割
で

下
が

り
寸

法
管
理

と

し
、

施
工

中
央

部
及

び
端
部

で
測

定
。

 

  

 工
事

規
模

の
考

え
方

 

中
規

模
と

は
、
１

層
あ
た

り
の

施
工

面
積

が
2,0

00
 ㎡

以
上

と
す

る
。

 

 小
規

模
と

は
、
表

層
及

び
基

層
の
加

熱
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

混
合

物
の

総
使

用
量

が
5
00

t
 未

満
あ
る

い
は

施
工

面

積
が

2,0
00

㎡
未

満
。

 

 
厚

さ
 

－
45

 

幅
 

－
50

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
 

（
粒

度
調

整
路

盤
工

）
 

厚
さ

 
－

25 
－

30 

 

幅
 

－
50

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
 

（
セ

メ
ン

ト
（

石
灰

・
瀝
青

）

安
定

処
理

工
））

 

厚
さ

 
－

25 
-
30 

 

幅
 

－
50

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
（
ア

ス

フ
ァ

ル
ト

中
間

層
）

 

厚
さ

 
－

9
 

-
12 

 

幅
 

－
25

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装

工
 

（
コ

ン
リ

ー
ト

舗
装

版
工
）

 

厚
さ

 
－

10
 

 厚
さ

は
各

車
線

の
中

心
線

付
近

で
型

枠
据

付
後

各
車

線
4
0
ｍ
ご

と
に
水

糸
ま

た
は

レ
ベ

ル
に
よ

り
1
測

線
あ

た
り

横
断

方
向

に
3
箇

所
以

上
測

定
、
幅

は
、
延

長
4
0

ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の

割
で
測

定
。
平

坦
性

は
各

車
線

ご

と
に

版
縁

か
ら

1
ｍ

の
線

上
、

全
延
長

と
す

る
。

 

工
事

規
模

の
考

え
方

 

中
規

模
と

は
、
１

層
あ
た

り
の

施
工

面
積

が
2,0

00
 ㎡

以
上

と
す

る
。

 

 小
規

模
と

は
、
表

層
及

び
基

層
の
加

熱
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

混
合

物
の

総
使

用
量

が
5
00

t
 未

満
あ
る

い
は

施
工

面

積
が

2,0
00

㎡
未

満
。

 

 平
坦

性
の

項
目

に
つ

い
て
は

、
以
下

の
い

ず
れ

か
の

場

合
は

、
協

議
に

よ
り

省
略
す

る
こ

と
が

出
来

る
。
 

①
「

国
道

、
県
道

、
市

町
村
の

主
要

な
道

路
」
以

外
の

道
路
 

②
表

層
の

厚
さ

及
び

材
質

が
同

一
で

あ
る

連
続

し
た

区
間

に
お

い
て

延
長

が
10

0m
未

満
の
施

工
 

③
１

車
線

に
満

た
な

い
幅
員

の
施

工
。

 

 

幅
 

－
25

 

平
坦

性
 

ｺ
ﾝ
ｸﾘ

ｰﾄ
硬

化
後

 

3
m
ﾌ
ﾟﾛ

ﾌｨﾙ
ﾒｰﾀ

ｰに
よ

り
機

械
舗

設
の

場
合

 

(
σ

)
2.

4
㎜

以
下

 

人
力

舗
設

の
場

合
(
σ

)3
.0

㎜
以

下
 

目
地

段
差
 

±
2 

隣
接

す
る

各
項

目
に

対
し
て

、
施

工
中

央
部

及
び
端

部

で
測

定
。

 

 

単
位

ｍ
ｍ

 

 

工
種

 
測

定
項

目
 

 
 

規
格

値
 

測
定

基
準
 

測
定

箇
所

 
摘

要
 

中
規

模
以
上

 
小

規
模

以
下
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装
工

 

（
下

層
路

盤
工

）
 

基
準

高
 
▽

 
±

40 
±

5
0 

 幅
は

、
延

長
4
0
ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の

割
と

し
、
厚

さ
は

、

延
長

4
0
ｍ

ご
と

に
1
箇

所
の

割
で

下
が

り
寸
法

管
理

と

し
、

施
工
中

央
部

及
び

端
部

で
測

定
。

 

  

 工
事

規
模

の
考

え
方
 

中
規

模
と

は
、
１

層
あ
た

り
の
施

工
面
積

が
2,

0
00

 ㎡

以
上

と
す

る
。

 

 小
規

模
と

は
、
使

用
す

る
基

層
及
び

加
熱

ア
ス

フ
ァ

ル

ト
混

合
物

の
総

使
用
量

が
50

0
t 

未
満

あ
る

い
は
施

工

面
積

が
2
,00

0㎡
未

満
。
 

 
厚

さ
 

－
45

 

幅
 

－
50

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装
工

 

（
粒

度
調

整
路

盤
工
）

 

厚
さ
 

－
25 

－
3
0 

 

幅
 

－
50

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装
工

 

（
セ

メ
ン

ト
（

石
灰

・
瀝

青
）

安
定

処
理

工
））

 

厚
さ
 

－
25 

-
30 

 

幅
 

－
50

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装
工
（

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

中
間

層
）
 

厚
さ
 

－
9
 

-
12 

 

幅
 

－
25

 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

舗
装
工

 

（
コ

ン
リ

ー
ト

舗
装

版
工
）
 

厚
さ
 

－
10

 
 厚

さ
は

各
車

線
の

中
心

線
付

近
で

型
枠

据
付

後
各

車

線
40

ｍ
ご

と
に

水
糸

ま
た

は
レ
ベ

ル
に
よ

り
1
測

線
あ

た
り

横
断
方

向
に

3
箇

所
以

上
測

定
、
幅

は
、
延

長
4
0

ｍ
ご

と
に

1
箇

所
の

割
で

測
定

。
平

坦
性

は
各

車
線

ご

と
に

版
縁
か

ら
1
ｍ
の

線
上

、
全

延
長
と

す
る

。
 

工
事

規
模

の
考

え
方
 

中
規

模
と

は
、
１

層
あ
た

り
の
施

工
面
積

が
2,

0
00

 ㎡

以
上

と
す

る
。

 

 小
規

模
と

は
、
使

用
す

る
基

層
及
び

加
熱

ア
ス

フ
ァ

ル

ト
混

合
物

の
総

使
用
量

が
50

0
t 

未
満

あ
る

い
は
施

工

面
積

が
2
,00

0㎡
未

満
。
 

 平
坦

性
の

項
目

に
つ
い

て
は

、
表
層

の
厚

さ
及

び
材

質
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 
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第２章 材 料 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

第２節 工事材料の品質 

２－２－７ 指定材料 

※仮設材は除く 

※構造用圧延鋼材に、鉄筋コンクリート用棒鋼は含まれない。 

２第２節 工事材料の品質 

－２－７ 指定材料 

※仮設材は除く 

 

国の改定に伴

い追加 

第６節 骨 材 

２－６－１ 一般事項 

１ 適合規格 

道路用砕石及びコンクリート用骨材等、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗（細）骨材

は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5001 （道路用砕石） 

JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）付属書 A（レディーミクストコンクリート用骨材） 

JIS A 5005 （コンクリート用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1 （コンクリート用スラグ用骨材－第１部：高炉スラグ骨材） 

JIS A 5011-2 （コンクリート用スラグ用骨材－第２部：フェロニッケルスラグ骨材） 

JIS A 5011-3 （コンクリート用スラグ用骨材－第３部：銅スラグ骨材） 

JIS A 5011-4 （コンクリート用スラグ用骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材） 

JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材 第 5 部：石炭ガス化スラグ骨材） 

JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ） 

JIS A 5021 （コンクリート用再生骨材Ｈ） 

 

第６節 骨 材 

２－６－１ 一般事項 

１ 適合規格 

道路用砕石及びコンクリート用骨材等、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗（細）骨材

は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5001 （道路用砕石） 

JIS A 5308 （レディーミクストコンクリート）付属書 A（レディーミクストコンクリート用骨材） 

JIS A 5005 （コンクリート用砕石及び砕砂） 

JIS A 5011-1 （コンクリート用スラグ用骨材－第１部：高炉スラグ骨材） 

JIS A 5011-2 （コンクリート用スラグ用骨材－第２部：フェロニッケルスラグ骨材） 

JIS A 5011-3 （コンクリート用スラグ用骨材－第３部：銅スラグ骨材） 

JIS A 5011-4 （コンクリート用スラグ用骨材－第４部：電気炉酸化スラグ骨材） 

JIS A 5015 （道路用鉄鋼スラグ） 

JIS A 5021 （コンクリート用再生骨材Ｈ） 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

国の改定に伴

い修正 

２－６－４ アスファルト用再生骨材 

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質の目標値は、旧アスファ

ルトの針入度による評価を適用する場合は表 2-6-12、アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂による評

価を適用する場合は表 2-6-13 とし、いずれか一方の目標値に適合するものとする。 

 

表２－６－１２ 針入度を適用するアスファルトコンクリートの再生骨材の品質 

項目 目標値 

旧アスファルトの含有量 ％ 3.8以上 

旧アスファルトの針入度 (25℃)1/10mm 20以上 

骨材の微粒分量 ％ 5以下 

注1） アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新た井用いるア

スファルトを新アスファルトと称する。 

注2） アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルトの含有量、針入度および骨材の微粒分量は、

実際の製造に用いる13～0mm の粒度に適用する。なお、13 ㎜以下が2 種類に分級されている場合に

は、それぞれの粒度区分を別々に試験して合成比率に応じて計算により13～0mm 相当分を求めても

よい。 

注3） 旧アスファルトの含有量および骨材の微粒分量は、アスファルトコンクリート再生骨材の感想質量

に対する百分率で表す。 

注4） 骨材の微粒分量は「JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法」により求める。 

注5） アスファルト混合物層の切断材は、アスファルトコンクリート再生骨材の品質に適合するものであ

れば再生加熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がばら付きやすいので他の

アスファルトコンクリート発生材を調整して使用することが望ましい。 

 

表２－６－１３ 圧裂係数を適用するアスファルトコンクリート再生骨材の品質 

項目 目標値 

旧アスファルトの含有量 ％ 3.8以上 

アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂係

数 

(25℃)MPa/mm 

1.70以下 

骨材の微粒分量 ％ 5以下 

 

注1） アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いるア

スファルトを新アスファルトと称する。 

注2） アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルトの含有量、針入度および骨材の微粒分量は、

実際の製造に用いる13～0mm の粒度に適用する。なお、13 ㎜以下が2 種類に分級されている場合に

は、それぞれの粒度区分を別々に試験して合成比率に応じて計算により13～0mm 相当分を求めても

よい。 

注3） 旧アスファルトの含有量および骨材の微粒分量は、アスファルトコンクリート再生骨材の感想質量に

対する百分率で表す。 

注4） アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂係数を求める場合は、13～5 ㎜と 5～0mm に分級し、これ

らを質量比 1：1 に調整したうえで、最大密度の測定と供試体の作製に供することができない。 

注5） 骨材の微粒分量は「JIS A 1103:2014 骨材の微粒分量試験方法」により求める。 

注6） アスファルト混合物層の切削材は、アスファルトコンクリート再生骨材の品質に適合するものであれ

ば再生加熱アスファルト混合物を利用できる。ただし、切削材は粒度がばらつきやすいので他アスフ

ァルトコンクリート発生材を調整して使用すること。 

２－６－４ アスファルト用再生骨材 

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は表２－６－１２の

規格に適合するものとする。 

 

表２－６－１２ アスファルト再生骨材の品質 

旧アスファルトの含有量            ％ 3.8以上 

旧アスファルトの性状 
針入度     ｌ/10mm 20 以上 

圧裂係数    MPa/mm 1.70 以下 

骨材の微粒分量                ％ 5 以下 

注1） アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、新たに用いる舗

装用石油アスファルトを新アスファルトと称する。 

注2） アスファルトコンクリート再生骨材は、通常 20～13mm、13～5mm、5～0mm の 3 種類の粒度や 20～

30mm、13～0mm の 2 種類の粒度にふるい分けられるが、本表に示される規格は、13～0mm の粒度区分の

ものに適用する。 

注3） アスファルトコンクリート再生骨材の 13mm 以下が 2 種類にふるい分けられている場合には、再生骨

材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験するか、別々に試験して合成比率に

応じて計算により 13～0mm 相当分を求めてもよい。 

 また、13～0mm あるいは 13～5mm、5～0mm 以外でふるい分けられている場合には、ふるい分け前の全

試料から 13～0mm をふるい取ってこれを対象に試験を行う。 

注4） アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量及び 75μm を通過する量は、アスファ

ルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表す。 

注5） 骨材の微粒分量試験は JISA 1103 （ 骨材の微粒分量試験方法）により求める。 

注6） アスファルト混合物層の切削材は、その品質が本表に適合するものであれば再生過熱アスファルト

混合物に利用できる。ただし切削材は粒度がばらつきやすいので他のアスファルトコンクリート発生材

を調整して使用することが望ましい。 

注7） 旧アスファルトの性状は、針入度または、圧裂係数のどちらかが基準を満足すればよい。 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

 

２－６－６ 安定材 

表２－６－１６ 舗装用石油アスファルトの規格 

種類 

項目 
40～60 60～80 80～100 100～120 120～150 150～200 200～300 

針入度（25℃）1/10 ㎜ 
40を超え 

60以下 

60を超え 

80以下 

80を超え 

100以下 

100を超え 

120以下 

120を超え 

150以下 

150を超え 

200以下 

200を超え 

300以下 

軟 化 点 ℃ 47.0～55.0 44.0～52.0 42.0～50.0 40.0～50.0 38.0～48.0 30.0～45.0 30.0～45.0 

伸 度 （ 1 5 ℃ ） c m 10以上 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 

引 火 点 ℃ 260以上 260以上 260以上 260以上 250以上 250以上 250以上 

薄膜加熱質量変化率％ 0.6以下 0.6以下 0.6以下 0.6以下 ― ― ― 

薄膜加熱針入度残留％ 58以上 55以上 50以上 50以上 ― ― ― 

蒸発後の質量変化率％ ― ― ― ― 0.5以上 1.0以上 1.0以上 

蒸 発 後 の 針 入 度 比 ％ 110以下 110以下 110以下 110以下 ― ― ― 

密度（15℃）ｇ/ c m ３ 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 

注 1）各種類とも 120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。 

注 2）舗装用の新アスファルトである 120～150、150～200、200～300 は、 

「JIS K 2207:2006 石油アスファルト」とは引火点が異なる。 

 

２－６－６ 安定材 

表２－６－１６ 舗装用石油アスファルトの規格 

種類 

項目 
40～60 60～80 80～100 100～120 120～150 150～200 200～300 

針入度（25℃）1/10 ㎜ 
40を超え 

60以下 

60を超え 

80以下 

80を超え 

100以下 

100を超え 

120以下 

120を超え 

150以下 

150を超え 

200以下 

200を超え 

300以下 

軟 化 点 ℃ 47.0～55.0 44.0～52.0 42.0～50.0 40.0～50.0 38.0～48.0 30.0～45.0 30.0～45.0 

伸 度 （ 1 5 ℃ ） c m 10以上 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 100以上 

ト ル エ ン 可 溶 分 ％ 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 99.0以上 

引 火 点 ℃ 260以上 260以上 260以上 260以上 240以上 210以上 210以上 

薄膜加熱質量変化率％ 0.6以下 0.6以下 0.6以下 0.6以下 ― ― ― 

薄膜加熱針入度残留％ 58以上 55以上 50以上 50以上 ― ― ― 

蒸発後の質量変化率％ ― ― ― ― 0.5以上 1.0以上 1.0以上 

蒸 発 後 の 針 入 度 比 ％ 110以下 110以下 110以下 110以下 ― ― ― 

密度（15℃）ｇ/ c m ３ 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 1.000以上 

注） 各種類とも 120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。 

 

適用すべき諸

基準との整合 

２－９－３ 混和材料 

５ 急結剤 

急結剤は、「ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書（規準編）JSCE-D 102-2013（吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤

品質規格（案））（土木学会、令和 5年 9月）の規格に適合するものとする。 

 

２－９－３ 混和材料 

５ 急結剤 

急結剤は、「ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書（規準編）JSCE-D 102-2013（吹付けコンクリート(モルタル)用急結剤

品質規格（案））（土木学会、平成 25 年 11 月）の規格に適合するものとする。 

 

２－11－３ 再生用添加物 

再生用添加物の品質は、労働安全衛生法施行令（令和 5年 9月改定 政令第 276 号）に規定されている

特定化学物質を含まないものとし、表２－１１－６、表２－１１－７、表２－１１－８の規格に適合する

ものとする。 

 

２－11－３ 再生用添加物 

再生用添加物の品質は、労働安全衛生法施行令（平成 26 年 7 月改定 政令第 269 号）に規定されてい

る特定化学物質を含まないものとし、表２－１１－６、表２－１１－７、表２－１１－８の規格に適合す

るものとする。 
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第２編 工 事 

第１章 水道工事 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

文言修正 １－９－３ 量水器点検清掃工 

(1) 付替箇所全ての箇所において点検清掃を行うこと。なお、アパート等、複数の量水器がある場合は

濁水や空気、異物等が洗浄できる箇所を選定し、点検清掃を行うこと。 

(2) 給水管付替の接続完了時、ただちに量水器を取外し、ドレーン作業及びストレーナ清掃（異物等の

目視確認・洗浄）を行い、清掃後、パッキンを新しいものに取替て取付ける。 

(3) 口径５０㎜以上の量水器にあっては、ストレーナ部分を取り外すこととし、ジョイントパッキンに

ついても新しく取り替えること。 

(4) 上記により難い場合は、現場状況に応じて点検清掃の方法について監督員と協議すること。 

 

１－９－３ 量水器点検清掃工 

(1) 付替箇所全ての箇所において点検清掃を行うこととし、親メーターのないアパート等は全ての量水

器を対象とする。 

(2) 給水管付替の接続完了時、ただちに量水器を取外し、ドレーン作業及びストレーナ清掃（異物等の

目視確認・洗浄）を行い、清掃後、パッキンを新しいものに取替て取付ける。 

(3) 口径５０㎜以上の量水器にあっては、ストレーナ部分を取り外すこととし、ジョイントパッキンに

ついても新しく取り替えること。 

 

適用すべき諸

基準との整合 

１－１０－８ 半たわみ性舗装工 

４ 適用規定 

受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章９－４－１ 半たわみ性舗装

工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「舗装施工便覧第５章及び第６章 構築路床・路盤の施

工及びアスファルト・表層の施工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「アスファルト舗装工事

共通仕様書解説第 10 章 １０－３－７ 施工」（日本道路協会、平成４年 12月）の規定、「舗装再生便

覧第２章２－８ 施工」（日本道路協会、令和 6 年 3 月）の規定による。これにより難い場合は、監督

員の承諾を得なければならない。 

 

１－１０－８ 半たわみ性舗装工 

４ 適用規定 

受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第９章９－４－１ 半たわみ性舗装

工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「舗装施工便覧第５章及び第６章 構築路床・路盤の施

工及びアスファルト・表層の施工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「アスファルト舗装工事

共通仕様書解説第 10 章 １０－３－７ 施工」（日本道路協会、平成４年 12月）の規定、「舗装再生便

覧第２章２－７ 施工」（日本道路協会、平成 25 年 12 月）の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

 

適用すべき諸

基準との整合 

１－１０－９ 排水性舗装工 

２ 適用規定（２） 

受注者は、排水性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第７章ポーラスアスファルト混合物の施

工、第９章９－３－１ 排水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「舗装再生

便覧第２章２－８ 施工」（日本道路協会、令和 6 年 3 月）の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 

 

１－１０－９ 排水性舗装工 

２ 適用規定（２） 

受注者は、排水性舗装工の施工にあたっては、「舗装施工便覧第７章ポーラスアスファルト混合物の施

工、第９章９－３－１ 排水機能を有する舗装」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定、「舗装再生

便覧第２章２－７ 施工」（日本道路協会、平成 25 年 12 月）の規定による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

 

適用すべき諸

基準との整合 

１－１０－１１ コンクリート舗装工 

９ コンクリート舗装の敷均し、締固め規定 

受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、以下の各規定に従わなけ

ればならない。 

(1) 日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工ができるよう

に準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が 30℃を超える場合には、暑中コンクリート

とするものとする。また、日平均気温が４℃以下または、舗設後６日以内に０℃となることが予想さ

れる場合には、寒中コンクリートとするものとする。 

受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、「舗装施工便覧第８章８

－４－10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」（日本道路協会、令和 6年 3 月）の規定によ

るものとし、「第 1 編１－１－５ 施工計画書・施工説明書」の第１項に、施工・養生方法等を記載

しなければならない。 

 

１－１０－１１ コンクリート舗装工 

９ コンクリート舗装の敷均し、締固め規定 

受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、以下の各規定に従わなけ

ればならない。 

(1) 日平均気温が 25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工ができるよう

に準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が 30℃を超える場合には、暑中コンクリート

とするものとする。また、日平均気温が４℃以下または、舗設後６日以内に０℃となることが予想さ

れる場合には、寒中コンクリートとするものとする。 

受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、「舗装施工便覧第８章８

－４－10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」（日本道路協会、平成 18 年２月）の規定に

よるものとし、「第 1 編１－１－５ 施工計画書・施工説明書」の第１項に、施工・養生方法等を記

載しなければならない。 
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第２章 無筋・鉄筋コンクリート 

備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

第１節 適 用 

２－１－３ 適用規定（２） 

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリート標

準示方書（施工編）」（土木学会、令和５年９月）のコンクリートの品質の規定による。これ以外によ

る場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 

第１節 適 用 

２－１－３ 適用規定（２） 

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリート標

準示方書（施工編）」（土木学会、平成 30 年 3 月）のコンクリートの品質の規定による。これ以外に

よる場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 
適用すべき諸

基準との整合 

第２節 適用すべき諸基準 

２－２－１ 適用規定 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項について、次の基準類による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義があ

る場合は監督員と協議しなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）            （令和5年9月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）            （令和5年9月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針              （平成24年6月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について         （平成14年7月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成14年7月31日） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針                   （令和2年3月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事（平成29年8月） 

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（平成28年7月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関す

るガイドライン                                              （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガ

イドライン                                                  （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート構造物における埋設

型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン            （平成30年6月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート橋のプレキャスト化

ガイドライン                        （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート

構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン              （平成31年1月） 

 

第２節 適用すべき諸基準 

２－２－１ 適用規定 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項について、次の基準類による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義があ

る場合は監督員と協議しなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）            （平成30年３月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）            （平成30年３月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針              （平成24年６月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について         （平成14年７月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（平成14年７月31日） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針                   （平成19年８月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事（平成21年９月） 

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（平成28年7月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関す

るガイドライン                                              （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガ

イドライン                                                  （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート構造物における埋設

型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン            （平成30年6月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 コンクリート橋のプレキャスト化

ガイドライン                        （平成30年6月） 

道路プレキャストコンクリート工技術委員会ガイドライン検討小委員会 プレキャストコンクリート

構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン              （平成31年1月） 

 

文言修正 ２－３－３ 配合 

１ 一般事項 

受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に必要な強度、耐久性、ひ

び割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカビリティーが得られる範囲内で単位水

量を少なくするように定めなければならない 

２－３－３ 配合 

１ 一般事項 

受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に必要な強度、耐久性、

ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカビリティーをもつ範囲内で単位水

量を少なくするように定めなければならない 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

２－４－４ 材料の計量及び練混ぜ 

２ 材料の計量 

表２－４－１ 計量の許容誤差 

材料の種類 計量値の許容差（％） 

水 １ 

セメント １ 

骨材 ３ 

混和材 ２※ 

混和剤 ３ 

※高炉スラグ微粉末の計量値の許容差の最大値は、１（％）とする。 

 

(6) 受注者は、各材料を、一バッチずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は

容積で計量してもよいものとする。なお、一バッチの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、

練混ぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。 

 

２－４－４ 材料の計量及び練混ぜ 

２ 材料の計量 

表２－４－１ 計量の許容誤差 

材料の種類 最大値（％） 

水 １ 

セメント １ 

骨材 ３ 

混和材 ２※ 

混和剤 ３ 

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内 

 

(6) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は

容積で計量してもよいものとする。なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練

りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。 

 

適用すべき諸

基準との整合 

２－５－４ 打設 

５ コンクリートポンプ使用時の注意 

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施工指針（2012 年版）５章圧

送」（土木学会、平成 24 年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければ

ならない。また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分

離を防ぐようこれらを配置しなければならない。 

 

２－５－４ 打設 

５ コンクリートポンプ使用時の注意 

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートのポンプ施工指針（案）５章圧送」（土

木学会、平成 24 年６月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

また、受注者はコンクリートプレーサ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐよ

うこれらを配置しなければならない。 

 

国の改定に伴

い追加 

２－５－５ 締固め 

４ 狭隘・過密鉄筋箇所における締固め 

狭隘・過密鉄筋箇所における締固めを確実に実施するため、その鉄筋径・ピッチを踏まえたバイブ

レータを用いるものとし、その締固め方法（使用器具や施工方法）を施工前に施工計画書に記載しな

ければならない。 

２－５－５ 締固め 

 

適用すべき諸

基準との整合 

 

 

 

 

 

 

 

国の改定に伴

い修正 

２－５－９ 養生 

２ 湿潤状態の保持 

受注者は、打ち込み後のコンクリートをその部位に応じた適切な養生方法により、一定期間は十分

な湿潤状態に保たなければならない。養生期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度

等に応じて、施工実績、信頼できるデータ、あるいは試験等により定めるものとする。通常のコンク

リート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表２－５－１を標準とする。 

なお、表２－５－１に示されていないセメントを使用する場合には、湿潤養生期間に関して監督員

と協議しなければならない。 

 

表２－５－１ コンクリートの標準養生期間の目安 

日平均気温 
普通ポルトランド 

セメント 

混合セメント 

Ｂ種 

早強ポルトランド 

セメント 

中庸熱ポルトランド 

セメント 

低熱ポルトランド 

セメント 

15℃以上 ５日 ７日 ３日 ８日 10 日 

10℃以上 ７日 ９日 ４日 ９日 ※ 

5℃以上 ９日 １２日 ５日 12 日 ※ 

※15℃より低い場合での使用は、試験により定める。 

注)寒中コンクリートの場合は、第９節寒中コンクリートの規定による。なお、養生期間とは、湿潤状態を保つ

期間のことである。 

 

２－５－９ 養生 

２ 湿潤状態の保持 

受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露出面を一定期

間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適

切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通常のコンクリート工事におけるコンクリート

の湿潤養生期間は、表２－５－１を標準とする。 

 

表２－５－１ コンクリートの標準養生期間 

日平均気温 普通ポルトランドセメント 混合セメントＢ種 早強ポルトランドセメント 

15℃以上 ５日 ７日 ３日 

10℃以上 ７日 ９日 ４日 

5℃以上 ９日 １２日 ５日 

注)寒中コンクリートの場合は、第９節寒中コンクリートの規定による。なお、養生期間とは、湿潤状態を保つ

期間のことである。 
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備考 改正（令和８年４月） 現行（令和７年４月） 

適用すべき諸

基準との整合 

２－６－３ 加工 

３ 鉄筋の曲げ半径 

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、

「コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンク

リートの前提」（土木学会、令和5年3月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得

なければならない。 

 

２－６－３ 加工 

３ 鉄筋の曲げ半径 

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、

「コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンク

リートの前提」（土木学会、平成30年3月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得

なければならない。 

 

国の改定に伴

い追加 

２－６－５ 継手 

８ 機械式鉄筋継手 

(1)  機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手

工法ガイドライン（平成29年3月）」に基づき実施するものとする。受注者は、施工する工法につい

て必要な性能に関し、公的機関等所定の試験、評価が可能な大学や自治体、民間の試験機関を含

む）による技術的な確認を受け交付された証明書の写しを監督職員の承諾を得なければならない。

また、機械式鉄筋継手の施工については、以下の各号の規定によるものとする。 

① 使用する工法に応じた施工要領を施工計画書に記載し、施工を行わなければならない。 

② 機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻度、方法、合否判定基準等

を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査時においては、これに従って確認を行わなければな

らない。また、機械式鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指針（令和 2 年 3 月土木

学会）の信頼度はⅡ種を基本とするが、設計時にⅠ種を適用している場合は、設計時の信頼度に従

って施工管理を行わなければならない。 

(2)  設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されてない継手において、機械式鉄筋継手工法の適用や性能を

確保するために必要な継手等級を三者会議等を利用し、設計者に確認した上で適用すること。 

 

２－６－５ 継手 

 

国の改定に伴

い修正 

２－８－２ 施工 

３ 打設時のコンクリート温度 

打設時のコンクリートの上限は、所定の品質を確保できる場合は 38℃とし、それ以外の場合は 35℃

とする。 

２－８－２ 施工 

３ 打設時のコンクリート温度 

打設時のコンクリート温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を超える場合

には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。 

 

 ２－９－３ 養生 

 

表２－９－１ 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

５℃以上の温度制御養生と所定の湿潤養

生に想定される凍結誘拐の頻度 
養生温度 

セメントの種類 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 

（1） 厳しい気象条件 
５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

（2） まれに凍結融解程度の気象条件 
５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

注) 水セメント比が 55％の場合の標準的な養生期間を示した。水セメント比がこれと異なる場合は適宜増減す

る。 

 

２－９－３ 養生 

 

表２－９－１ 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

５℃以上の温度制御養生を行った後の次

の春までに想定される凍結誘拐の頻度 
養生温度 

セメントの種類 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 

（1） しばしば凍結融解を受ける場合 
５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

（2） まれに凍結融解を受ける場合 
５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

注) 水セメント比が 55％の場合の標準的な養生期間を示した。水セメント比がこれと異なる場合は適宜増減す

る。 
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